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第1 章   計画の策定にあたって 

 

 １  策定の背景と趣旨 

「男女共同参画社会基本法」が施行され 15 年が経過しました。この間、国では同

法に基づき｢男女共同参画基本計画｣、｢第２次男女共同参画基本計画｣が策定され、様々

な取り組みが展開されてきました。しかし、男女共同参画社会が必ずしも十分に進ん

でいない現状に加え、人口減少社会の到来、経済の低迷と閉塞感の高まり、非正規労

働者の増加と貧困や格差の拡大、国際化の進展など変化し続ける社会情勢を受け、さ

らに充実した取り組みにつなげていくため、平成 22（2010）年に「第３次男女共同

参画基本計画」が策定されました。この計画ではあらたに、「男性、子どもにとっての

男女共同参画」、「貧困など生活上の困難に直面する男女への支援」等の分野が新設さ

れています。 

京都府では、昭和 56（1981）年 12 月に女性問題に関する第 1 次行動計画「婦

人の地位の向上と福祉の増進を図る京都府行動計画」が策定されました。平成元

（1989）年には、「男女共同参加による豊かな地域社会の創造」「女性の自立と社会

参加を進める条件整備」「男女平等と共同参加をめざす教育・啓発の推進」等を重要な

柱とした、第２次行動計画「男女平等と共同参加の 21 世紀社会をめざす京都府行動

計画－KYO のあけぼのプラン」が策定されました。その後、平成 23（2011）年に

は、社会情勢の変化に対応した「ＫＹＯのあけぼのプラン（第３次）」が策定されまし

た。 

精華町は平成 17（2005）年に「精華町男女共同参画計画」を策定し、「一人ひと

りが暮らしやすいまちづくり」を基本目標として、精華町を誰もが住み続けたいと思

える魅力あるまちとして、住民とともに築いていくために取り組みを進めてきました。

また、この計画の具体的目標であった「住民参加・住民主体のもと、男女共同参画に

関する条例を制定する」は、平成 25（2013）年には、「精華町男女共同参画推進条

例」の施行により実現されました。 
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本計画は、「精華町男女共同参画計画」の計画期間終了に伴い、計画の見直しを行う

とともに内容の再編を行い、「精華町第２次男女共同参画計画」として策定するもので

す。前計画の取り組みを踏まえながら、少子高齢化の進行や共働き家庭の増加による

多様な子育てニーズ・要望への対応、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

の推進強化、障害者や定住外国人等の貧困や人権問題など複合的な困難を抱える男女

への支援といった本町を取り巻く社会情勢や新たな課題に対応しながら、男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みを推進することを策定の趣旨としています。 

 

 

 ２  計画の位置づけ  

本計画は、『男女共同参画社会基本法』第 14 条及び『精華町男女共同参画推進条例』

第 11 条に基づき策定するものであり、「精華町男女共同参画計画」を見直し、「精華

町第２次男女共同参画計画」の前期計画として策定した計画です。 

また、社会のあらゆる分野で男女共同参画を推進していくための総合的な計画とし

て、精華町が実施すべき施策の基本的な方向や内容を明らかにしたものです。 

今回の見直しでは、「精華町男女共同参画計画」の進捗状況、社会情勢等を踏まえ、

施策体系や内容を精査しました。 
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ＤＶ防止対策基本計画について 

国では、平成 13（2001）年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」（以下、「ＤＶ防止法」という。）が制定され、その後、平成 19（2007）

年の改正により、第 2 条の 3 第 3 項に「市町村基本計画（ＤＶ基本計画）」の策定が

努力義務として定められました。平成 20（2008）年１月には、国から「配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」において男女共

同参画計画など内容が重複するものの見直しを行い、「市町村基本計画（ＤＶ基本計

画）」とすることができるという考えが示されています。 

京都府では平成 26（2014）年に「配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・

自立支援に関する計画（第 3 次）」を策定し、この計画の中で、市町村におけるＤＶ施

策の推進・連携体制の整備への働きかけを掲げています。 

精華町では、これまでの男女共同参画計画の中でＤＶに関する各種施策を実施して

きましたが、国・府の動向を踏まえ、この計画では「基本方針３ 女性に対する暴力

を根絶する」を DV 防止法に定める「市町村基本計画（ＤＶ基本計画）」である「精華

町ＤＶ防止対策基本計画」として位置づけます。 
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 ３  計画の期間 

本計画の期間は、「精華町第 2 次男女共同参画計画」の計画期間、平成 27（2015）

年度から平成 36（2024）年度の 10 年間のうち、前期計画として平成 27（2015）

年度から平成 31（2019）年度の５か年とします。 

国内外の動向や社会経済情勢の変化に対応していくほか、適切な施策の推進を図る

ため、必要に応じて内容の見直しを行います。 

 

 

 ４  計画の策定体制  

策定にあたっては、「精華町男女共同参画に関する意識・実態調査」結果を反映し、

庁内組織である「精華町男女共同参画推進会議」とその下部組織である「精華町男女

共同参画推進研究会」を活用し、前計画の進捗状況から課題の把握と方向性を検討し

ました。また、「精華町男女共同参画推進条例」第 23 条に基づき設置した「精華町男

女共同参画審議会」において審議を重ねるとともに、パブリック・コメントの実施な

どを通じ、広く住民の意見の聴取と反映に努めました。 
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第2 章   男女共同参画を取り巻く精華町の現状 

 

 １  人口の状況 

精華町の総人口は平成21年から平成25年の５年間で約1,200人増加しています。

人口を男女別にみると、男性よりも女性が多い傾向が続いています。 
 

図 性別総人口の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

年齢３区分別人口構成比をみると、０～14 歳（年少人口）の割合が減少し、65 歳

以上（老年人口）の割合が増加する傾向がみられます。 
 

図 年齢３区分別人口構成比の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 
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 ２  世帯の状況 

一般世帯数は急激な増加を続けており、平成２年から平成22年の20年間で7,000

世帯以上増加しています。しかし、平均世帯人員は減少を続けており、平成 22 年に

は 2.94 人と３人を下回っています。 
 

図 一般世帯数と世帯人員の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

（注）一般世帯とは病院・介護施設などへの入所者を除く世帯 

 

世帯区分の推移をみると、一般世帯数の急激な増加に伴って、核家族や単身世帯が

急激に増加しており、平成 22 年には、核家族は平成２年の約３倍、単身世帯は平成

２年の約４倍となっています。一方、三世代世帯は減少傾向をみせています。 
 

図 一般世帯数と世帯区分の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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ひとり親家庭の数は父子家庭、母子家庭とも増加しており、母子家庭は平成２年か

ら平成 22 年の 20 年間で約 3.6 倍になっています。 

図 ひとり親家庭の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

資料：国勢調査 

 

高齢者単身世帯の数も、増加傾向にあり、平成２年から平成 22 年の 20 年間で約 5

倍となっています。 

図 高齢者単身世帯の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 
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 ３  就労の状況 

性別就業率をみると、女性の就業率は依然として男性を下回っています。しかし、

少しずつですが女性の就業率が高まっています。 

図 性別就業率の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

女性の就業率を年齢別でみると、30 歳代を底とする M 字カーブを描く傾向が続い

ており、全国と比較しても落ち込みは大きくなっています。しかし、30 歳代での就業

率の落ち込みは徐々に緩やかになっており、40 歳代以降の就業率も高くなる傾向が見

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 
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 ４  政策・方針決定過程への女性の参画状況 

審議会等における女性委員の割合の推移は、年々高くなっており、平成 24 年度以

降は３割弱となっています。もっとも、国や京都府と比較すると、依然として低い傾

向が続いています。 

図 審議会等における女性委員の割合の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：精華町人権啓発課 

 

図 審議会等における女性委員の割合の推移（国、府） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：男女共同参画白書（国）、           

男女共同参画に関する年次報告（京都府） 
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女性委員のいない審議会等の割合は、過去５年においては大きな変動はなく、約

15％から 17％の間で推移しています。 

図 女性委員のいない審議会等の割合（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：精華町人権啓発課 

 

町の管理職（課長職以上）における女性の割合は、町全体で 10.5％と管理職登用が

進んでいない状況です。 

図 町の管理職（課長職以上）における女性の割合（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：精華町人権啓発課 
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 ５  男女の健康づくりや生活支援の状況について 

生活保護世帯の数は増加傾向にあり、平成 21 年から平成 25 年の５年間で 25 世

帯増加しています。 

図 生活保護世帯の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：精華町福祉課（各年 12 月 31 日現在） 

 

母親年齢階級別出生割合は、30～34 歳での出産の割合が減少するとともに、35

歳以上での出産の割合が増加しており、いわゆる晩産化が進んでいることがうかがえ

ます。 

 

図 母親年齢階級別出生割合の推移（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

資料：京都府保健福祉統計 
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ドメスティック・バイオレンスについての相談件数は、家庭こころの相談室におい

ては、平成 25 年度は１件と多くはありませんが、町のケース件数では８件となって

います。また、京都府家庭支援総合センターの相談件数（精華町分）は平成 23 年度

以降急増し、平成 25 年度では 231 件となっています。ドメスティック・バイオレン

スの被害は増えているものの、身近な相談場所に相談しない人がいることがうかがえ

ます。 

 

図 ドメスティック・バイオレンスについての相談件数（精華町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：精華町人権啓発課 

 

 

 ６  第１次計画の指標の達成状況 

第 1 次計画で設定した目標値に対する達成状況は、進捗率が 80％を超える事業が

全 32 事業のうちの 18 事業（56.3％）となっています。そのうち 12 事業が目標を

達成しています。一方で、５つの事業（広報誌等での啓発回数、家族経営協定の締結

数、休日保育事業実施箇所数、人材データベースの登録者数、女性管理職員比率（課

長級以上））では、進捗率が 50％未満となっており、引き続き推進が必要です。特に、

性別に関わらず誰もがその個性と能力を十分に発揮することのできる社会を目指すう

えで、女性が活躍できる環境整備や活躍の場を増やすための取り組みの一層の充実が

求められます。 
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■指標の達成状況 

指標 
目標値 

（平成 26 年度） 

基準値 

（平成 21 年度） 

実績値 

（平成 25 年度） 

進捗率 

（平成 25 年度） 
主管課 

【基本方針１】男女の人権を尊重する 

男女共同参画の視点を盛り込

んだ人権学習資料の作成･配布 
★ 82,50０部 22,500 部 80,764 部 98% 人権啓発課 

【基本方針２】男女共同参画の意識をひろめる 

男女共同参画に関するイベン

ト・研修参加者数 
1,200 人 196 人 1,083 人 90% 人権啓発課 

ＤＶＤ、ビデオ研修者数 ★ 680 人 178 人 715 人 105% 人権啓発課 

【基本方針３】女性に対する暴力を根絶する 

配偶者や恋人からの暴力（Ｄ

Ｖ）防止に関する啓発資料の 

作成・配布 

★ 5,000 部 － 6,098 部 122% 人権啓発課 

【基本方針４】メディアにおける男女の人権を尊重する 

広報誌等での啓発回数 ★ 5 回 ― 2 回 40% 人権啓発課 

【基本方針５】生涯を通じた男女の健康を支援する 

特定健診受診率 65% 34% 38% 58% 国保医療課 

子宮がん検診受診率 50% 22% 25% 50% 健康推進課 

乳がん検診受診率 50% 18% 35% 70% 健康推進課 

家庭こころの相談室相談件数 ★ 1,550 件 107 件 960 件 62% 人権啓発課 

【基本方針６】働く場において男女平等を進める 

家族経営協定の締結数 3 戸 1 戸 1 戸 33% 産業振興課 

女性農業士認定数 2 人 2 人 2 人 100% 産業振興課 

【基本方針７】女性の雇用・就業等を支援する 

子育て世代におけ
る女性の労働力率
（労働力人口/ 
  女性の人口） 

30～34 歳 63% 71% 63% 100% 

企画調整課 

35～39 歳 71% 54% 58% 82% 

【基本方針８】子どもや高齢者が安心して暮らせるまちをつくる 

休日保育事業実施箇所数 1 か所 － 0 か所 0% 子育て支援課 

放課後児童クラブ設置数 10 か所 5 か所 11 か所 110% 子育て支援課 

地域子育て支援拠点事業設置

箇所数（ひろば型） 
2 か所 1 か所 2 か所 100% 子育て支援課 

地域子育て支援拠点事業設置

箇所数(センター型) 
1 か所 1 か所 1 か所 100% 子育て支援課 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 
1 か所 1 か所 1 か所 100% 子育て支援課 

子育て短期支援事業 

（トワイライトステイ） 
1 か所 1 か所 1 か所 100% 子育て支援課 

パパママ教室～両親編～ 

男性受講者数 
★ 360 人 60 人 258 人 72% 健康推進課 

ふれあいサロン開設地区数 23 地区 19 地区 27 地区 117% 福祉課 

※ ★が付いている部分は、平成 21 年度を起点とした累計です。
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指標 
目標値 

（平成 26 年度） 

基準値 

（平成 21 年度） 

実績値 

（平成 25 年度） 

進捗率 

（平成 25 年度） 
主管課 

【基本方針９】仕事と家庭・地域活動が両立できる環境をつくる 

父子手帳の配布数 ★ 2,100 冊 350 冊 1,665 冊 79% 健康推進課 

父親向け啓発冊子の配布 1,750 冊 － 1,283 冊 73% 人権啓発課 

【基本方針 10】男女がともにまちづくりに取り組む 

男女共同参画に関するセミナ

ーの男性参加者割合 
30% 28% 37% 123% 人権啓発課 

人材データベースの登録者数 ★ 50 名 － 9 名 18% 人権啓発課 

【基本方針 11】政策・方針決定の場での男女共同参画を推進する 

審議会等女性割合 30% 23% 29% 97% 人権啓発課 

女性のいる審議会の割合 100% 89% 85% 85% 人権啓発課 

【基本方針 12】住民活動を支援する 

女性指導者養成研修者数 ★ 74 人 59 人 69 人 93% 人権啓発課 

【基本方針 13】計画を着実に推進する 

精華町男女共同参画委員会の

開催数 
★ 31 回 6 回 24 回 77% 人権啓発課 

【基本方針 14】男女共同参画に関する条例を制定する 

条例制定に関するイベント 

参加者数 
★ 300 人 － 386 人 129% 人権啓発課 

【基本方針 15】町行政組織における男女共同参画を推進する 

町男性職員の育児休業取得率 10% － 5% 50% 総務課 

女性管理職員比率（課長級以上） 30% 9% 11% 37% 総務課 
 

※ ★が付いている部分は、平成 21 年度を起点とした累計です。 
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『精華町男女共同参画推進条例』に掲げる基本理念 

第3 章   計画のめざすもの 

 

 １  計画の基本目標 

男女共同参画社会とは、すべての人がお互いの人権を尊重しあい、男女が協力して

住みよい家庭・地域・職場をつくりながら、ともにまちづくりに参画する社会に他な

りません。本計画は、すべての人が個人として尊重され、個性と能力を十分に発揮す

ることのできる男女共同参画社会の実現を目指し、「多様な生き方が選択できる男女共

同参画のまち」を基本目標とし、『精華町男女共同参画推進条例』第３条に示した９つ

の基本理念に基づいて、様々な分野で活動している住民、事業者、住民活動団体、教

育関係者と相互に連携して、男女共同参画を推進していきます。 

 

 
 

(1) 男女の人権の尊重 すべての人が個人として尊重され、性別による差別的な扱いを受けることなく、能力

を発揮する機会が確保されること。 

(2) 社会における制度及び慣行についての見直し 性別による固定的な役割分担意識に基づく制度及び慣行が

改善され、住民が社会活動に制限を受けることなく参画し、多様な生き方が自由に選択できること。 

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画 住民が、社会の対等な構成員として、町における政策又は事業者、

住民活動団体等その他の団体における方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。 

(4) 家庭生活と社会活動の両立 住民が、互いの協力及び社会の支援の下、家事、育児、介護等の家庭生活に

おける活動及び職業生活、その他の社会における活動に対等に参画でき、ワーク・ライフ・バランスが保

たれること。 

(5) 次世代の育成 次代の社会を生きる子どもを「こころ豊かに育む」ために、家庭、学校、職場、地域その

他あらゆる場において、住民が共に参画し責任を担い、安心して子どもを産み、育てられる環境づくりへ

の取組が進められること。 

(6) 男女の生涯にわたる健康の確保 男女が、互いの性についての理解を深め、妊娠、出産等について双方の

意思が尊重されるとともに、生涯を通じて健康な生活を営む権利が保障されること。 

(7) あらゆる教育の機会における男女共同参画への理解を深める取組 家庭、学校、職場、地域その他あらゆ

る教育及び学習の機会において、個人として自ら学び、考え、決定して行動することの重要性を認識し、

男女共同参画への理解を深めるための取組がされること。 

(8) 性別による人権侵害の禁止 セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）、ドメスティック・バイオレンス（DV）

その他の男女共同参画を阻害する暴力行為は、犯罪又は人権侵害であるとの認識の下、その根絶を目指す

こと。また、男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である

人、その他あらゆる人の人権についても配慮されること。 

(9) 国際的視野での協調 男女共同参画社会の実現に当たっては、国際社会における取組に留意し、国際的な

協調の下に行われること。 
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 ２  施策の柱 

本計画は、基本理念の実現に向けて次の３つの施策の柱のもと、それぞれの取り組

みを進めていきます。 

私たちは、誰もが自分の生き方を選択し、個

性や能力を発揮しながら自分らしく生きてい

く権利をもっています。しかし、性別によって

個人の生き方を制約する固定的な性別役割分

担意識は、人々の意識の中にいまだ根強く残っ

ています。 

この固定的な性別役割分担意識を解消し、男女共同参画社会を実現するため、情報

提供や学習機会を充実させ意識改革に取り組むとともに、男女がお互いの人権を尊重

し認めあう意識を醸成します。 

また、重大な人権侵害である DV などに対応するため、相談窓口の周知や、関係機

関と連携した被害者の支援体制の整備・充実に努めます。 

 

 

 

男女共同参画社会の実現のためには、雇用の

分野において、男女の平等と働きやすい環境の

実現が必要です。このため、家庭や職場、地域

活動とのバランスのとれた生活を確保する必

要があり、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の実現が求められています。 

法制度の周知・啓発や多様な働き方を選択するための情報提供等の充実を通じて男

女共に働きやすい環境整備を進めるとともに、労働時間の短縮をはじめとする働き方

の見直しや柔軟な就労形態等、ワーク・ライフ・バランスの実現が図れるよう努めま

す。 

 

男女共同参画の 

ひとづくり 

Ⅰ 

 

男女共同参画の 

社会づくり 

Ⅱ 
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また、男女共同参画社会形成の基盤をつくるには、生涯を通じて健康で安心して豊

かに暮らせる生活環境を整えることが重要です。しかし、経済・雇用情勢の急激な悪

化など環境の変化により、様々な困難に直面する男女が増えています。このことから、

サポートが必要な男女の実情に対応し、生活の自立と安定のための支援を行います。 

 

 

 

男女共同参画社会を実現するためには、男女

が社会の対等な構成員として、あらゆる分野で

個性と能力を発揮して主体的に参画していく

ことが求められています。 

そのためには、政策・方針決定の場をはじめ、 

家庭や地域社会において性別に関係なく参画できる機会の確保が重要です。政策・方

針決定過程に女性の参画を促進するとともに、家庭、地域活動においては男女が共に

参画し、責任を分かちあえるよう啓発活動や情報提供に努めます。 

また、男女共同参画に関する施策は、町政のあらゆる分野にわたっています。より

効果的に施策を進めていくため、町関係部署の連携を強化し、推進体制の充実を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画の 

推進基盤づくり 

Ⅲ 
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 ３  計画の体系 

 

  施策の柱  基本方針  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．誰もが安心して暮らせるまちをつくる 

（P. 36） 

５．男女が働きやすい環境の整備（P. 32） 

４．メディアにおける男女の人権を尊重する

（P. 30） 

８．男女がともにまちづくりに取り組む 

（P. 43） 

７．仕事と家庭・地域活動が両立できる環境

をつくる（P. 39） 

３．女性に対する暴力を根絶する 

〈ＤＶ防止対策基本計画〉（P. 27） 

９．生涯を通じた男女の健康を支援する 

（P. 45） 

10．政策・方針決定の場での男女共同参画を

推進する（P. 47） 

11．住民活動を支援する（P. 50） 

12．町行政組織における男女共同参画を推進

する（P. 53） 

１．人権についての意識を高める（P. 21） 

２．男女共同参画の意識をひろめる（P. 24） 
１ 男女共同参画の 

ひとづくり 

２ 男女共同参画の 

社会づくり 

３ 男女共同参画の 

推進基盤づくり 

多
様
な
生
き
方
が
選
択
で
き
る
男
女
共
同
参
画
の
ま
ち 
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第
３
章 

計
画
の
め
ざ
す
も
の 

 

 

 

施策 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①子どもや高齢者、障がい者、さまざまな困難を抱えた人の人権を守る 

②自立支援と社会参画の推進  ③防災・災害時の男女共同参画の推進 

①雇用における男女の均等な機会と待遇の確保  

②農業・商工業における男女のパートナーシップの促進 

③女性の再就職、経済的自立に対する支援の拡充 ④女性の能力開発の機会充実 

①メディア・リテラシーに関する啓発 ②広報・出版物等における表現の適正化推進 

①性別分業に基づいた地域慣習の見直し ②地域自治活動への男女共同参画の促進 

③男女のエンパワーメントの促進 

①育児・介護に対する職場理解と法に基づく休業制度の普及促進・活用奨励 

②家事、子育て、育児など、家庭責任に対する意識啓発 

③家庭生活における男女共同参画の推進 ④子育て、介護等支援体制の充実 

①ＤＶ防止対策の強化   ②被害者及び子どもに対する相談等の支援 

③被害者の安全確保と自立支援 

①リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解の促進 

②生涯を通じた男女の健康の保持推進 ③保健・医療、福祉と連携した相談援助体制の整備 

①政策・方針決定の場で活躍できる人材の育成 

②地域の女性リーダーの養成  ③委員会、審議会等への女性の積極登用 

①男女共同参画の拠点づくり（ボランティア活動やＮＰＯを支援する環境整備） 

②女性の能力開発の機会充実 

①庁内推進体制の充実 

②全職員への意識啓発 

①人権尊重の啓発    ②性と男女平等に関する学校教育の充実 

③男女共同参画の視点に立った生涯学習、家庭教育の推進 

①広報誌等での啓発      ②企業・各種団体における意識啓発   

③性別分業に基づいた地域慣習の見直し 

④図書館と連携した女性問題と男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 ⑤セクハラ防止の強化 
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 ４  達成目標 

精華町が目指す男女共同参画社会の姿として、各基本方針に対する 12 の達成目標

を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５  行動の指針 

男女共同参画社会の実現は、社会全体で取り組むべきものであり、行政が単独で担

うものではないため、住民・団体、事業者、行政の果たす役割を示しています。互い

に連携し、支援しあい、「協働」を充実させながら、さらにきめ細かく対応を図ってい

きます。 

 

・明るくあいさつをかわしている人たちが増えている！ 

・地域の役員において女性登用が進んでいる！ 

・ＤＶを許さない人たちが増えている！ 

・メディア情報を吟味できる能力が身に付いている！ 

 

 

  ・能力が発揮される場が充実される！ 

  ・誰もが精華町で安心して暮らせる！ 

  ・子育て・介護を共に喜び支えあう家族が増えてい

る！（精華町版“家族の日”ができる！） 

  ・幅広い分野で地域活動に参加できる！ 

  ・健康で長寿な人が増えている！  

 

  

 ・女性が委員会や審議会に参画している！ 

 ・住民活動を支援する拠点ができる！ 

 ・男女共同参画に対する推進状況が実感できる！ 

 

男女共同参画

のひとづくり 

男女共同参画

の推進基盤 

づくり 

男女共同参画

の社会づくり 



 

21 

第
４
章 

計
画
の
内
容 

第4 章   計画の内容 

 

 施策の柱１   男女共同参画のひとづくり 

基本方針１ 人権についての意識を高める 

 

 

現状と課題  

住民意識調査の結果では、分野によっては、『男性が優遇されている』と感じる人の

割合が高くなっています。特に、「社会通念・慣習・しきたり」、「政治や行政の場」、「職

場」、「家庭生活」では５割を超えており、家庭においては、家事の全般を女性が担う

など性別による固定的な役割分担がみられます。今後は女性の職場や地域活動へ参画

を進めるため、男女がともに協力し、責任を分かち合って家庭生活を担う意識を啓発

していくことが必要です。 

一方、学校教育においては平等であると感じる人が多く、男女共同参画が進んでいる

ことがうかがえます。次世代を担う子どもたちについては、男女にかかわらず、子ど

もの個性を伸ばし、相手を尊重する人権感覚を身に付ける教育を進め、将来の男女共

同参画社会へつなげることが必要です。 

 

 

 

方 向 性  

住民が人権について理解を深め、お互いが相手を理解し、思いやり、認めあい、互い

の人権を尊重しあう社会の実現につながるよう、多様な媒体を活用し、住民の幅広い

年齢層に対して身近でわかりやすい意識啓発に努めます。 
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施策① 人権尊重の啓発 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 住民意識の啓発 

・広報誌や町ホームページで啓発を行います。 

・人権、男女共同参画にかかる啓発期間にパネル展示等
の啓発活動を実施します。 

・「精華町人権教育・啓発推進計画」を周知します。 
人権啓発課 

人権学習資料

の作成・配布 
継続実施 

・計画的に人権啓発研修を行います。 研修会の開催 年３回×５年 

・民生児童委員協議会において、人権研修会を行います。 福祉課 
民生児童委員 

協議会の人権 

研修実施 

年 1 回実施 

 

施策② 性と男女平等に関する学校教育の充実 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間における学習の場の活用 

・国際理解教育を推進します。 

・いじめ防止のための相談体制や実態把握、問題発生時
の調査体制を確立します。 

・性別にとらわれることなく、人権を尊重するための人
権教育を充実します。 

学校教育課 授業の実施 継続実施 

(2) 啓発補助教材の作成・活用 

・教科書や副読本を活用し教育を行います。 学校教育課 授業の実施 実施 

(3) 教職員への研修の充実 

・人権や男女共同参画に関する研修会へ教員が積極的に
参加できる体制をつくります。 学校教育課 

研修会への 

参加 
年 1 回実施 

(4) 管理職へ女性教職員の登用促進 

・管理職登用の事前研修等への女性の参加を働きかけま
す。 学校教育課 

事前研修等へ

の女性の参加 
年 1 回実施 

(5) 性に関する教育・学習の充実 

・町関係部署が連携して、ふれあい交流事業を通じて、
性に関する教育・学習を図ります。 生涯学習課 

町内全中学校で

年１回の実施 
2 校 

（H25） 
⇒ 

３校 
（H31） 

・性に関する指導や互いを思いやる心をはぐくみます。 

・デートＤＶに関する周知や啓発を図ります。 
学校教育課 授業の実施 継続実施 
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第
４
章 

計
画
の
内
容 

 

 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(6) 多様な選択を可能にする教育・能力開発・学習機会の充実 

・小中学校で職場体験を行い、多様な分野に関心をもた
せるキャリア教育を行います。 

・教育的ニーズに応じた支援をします。 
学校教育課 職場体験の実施 継続実施 

 

 

施策③ 男女共同参画の視点に立った生涯学習、家庭教育の推進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 講演会・各種講座・広報誌等の活用、機会の充実 

・パパママ教室両親編、OG 会等へ夫婦共の参加を図り、
育児への男女共同を推進します。 健康推進課 

パパママ教室

の開催 
実施 

・女性団体等と協力し、講演会や講座を開催します。 

・女性団体等の情報誌の発行を支援します。 
生涯学習課 研修会の開催 年１回実施 

(2) ＰＴＡや女性団体等の学習会開催 

・PTA 主催の講座や研修会の支援を行います。 

・女性団体等と協力し、講演会や講座を開催します。【再
掲】 

生涯学習課 研修会の開催 年１回実施 

(3) 各世代に対応した学習材料の作成・提供 

・町関係部署が連携して、ふれあい交流事業を通じて、
性に関する教育・学習を図ります。【再掲】 生涯学習課 

町内全中学校で

年１回の実施 
2 校 

（H25） 
⇒ 

３校 
（H31） 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○気軽に話ができる機会をつ

くり、地域の小グループやネ

ットワークをみんなが参加

しやすいものにします。 

○お互いを尊重し、あらゆる人

が住みよい地域づくりを進

めます。 

○学校で児童生徒が男女平等に

ついて真剣に学びます。 

○男女がともに学べる場を増や

します。 
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基本方針２ 男女共同参画の意識をひろめる 

 

 

現状と課題  

住民意識調査の結果から「社会通念・慣習・しきたり」で性別による固定的な役割

分担の状況の差がみられ、地域の実情に沿った役割分担を払拭する啓発活動が必要で

す。 

講座などの啓発活動については、取り組みを進めているものの効果的な方法を考慮す

る必要性や内容に計画性を持たせていく必要があります。人権学習資料等の配布によ

り町全体への男女共同参画社会について知識の普及を図るとともに、住民の一人ひと

りが男女共同参画の意義を理解し、身近に感じられる啓発活動を行うことが必要です。 

セクハラ被害については、事業者との連携により防止対策の推進、被害者が相談しや

すい体制づくりが求められます。 

 

 

 

方 向 性  

国や府と連携し、社会制度や慣行の見直しにつながる先進事例などの情報収集に努

めるとともに、町関係部署や関係機関、住民活動団体などと連携・協力し、男女共同

参画社会についての理解の浸透を図ります。 
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計
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の
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容 

施策① 広報誌等での啓発 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男女共同参画社会基本法など法制度の周知徹底 

・女性に対する暴力・人権侵害の情報の収集と提供を行
います。 

・男女共同参画週間などを活用し、啓発活動を実施しま
す。 

・広報誌や町ホームページで啓発を行います。【再掲】 
人権啓発課 

啓発週間等の

啓発活動実施 
年３回実施 

・計画的に人権啓発研修を行います。【再掲】 
男女共同参画に

関する研修会等

への参加者 

年 200 人×５年 

・町関係部署と連携して、町職員への情報発信を行いま
す。 総務課 情報発信の実施 年 1 回実施 

(2) 講演会・各種講座・広報誌等の活用、機会の充実 

・女性団体等と協力し、講演会や講座を開催します。【再
掲】 

・女性団体等の情報誌の発行を支援します。【再掲】 
生涯学習課 

講演会や講座

の開催 
年４回実施 

 

施策② 企業・各種団体における意識啓発 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男女共同参画社会基本法など法制度の周知徹底 

・町関係部署と連携して、適切な啓発資料の配布を行い、
周知を図ります。 産業振興課 啓発資料の配布 実施 

・企業に対して男女共同参画に関する実態調査を行い、
意識啓発を図ります。 人権啓発課 

企業の実態調

査の実施 
毎年実施 

(2) 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の普及 

・商工団体並びに企業向け人権啓発研修会への参加を勧
奨します。 産業振興課 

研修会の参加

勧奨 
実施 

・企業・各種団体に啓発映像等、学習教材の提供を行い
ます。 

・企業に対して男女共同参画に関する実態調査を行い、
意識啓発を図ります。【再掲】 

・一般事業主行動計画の周知・啓発を行います。 

人権啓発課 
企業へ学習教

材の提供 
継続実施 
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施策③ 性別分業に基づいた地域慣習の見直し 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男女共同参画の学習・啓発機会の充実 

・男女共同参画講座を開催します。 人権啓発課 講座の開催 年１回実施 

 

施策④ 図書館と連携した女性問題と男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 図書館と連携した女性問題と男女共同参画に関する情報収集・提供の充実 

・男女共同参画週間などの啓発期間のテーマに合わせて、 
資料を収集し、住民に提供します。 生涯学習課 

男女共同参画

に関連する資

料の住民への

情報提供 

年２回実施 

 

施策⑤ セクハラ防止の強化 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 職場等でのセクハラ防止推進 

・庁内機関誌等で相談窓口の情報発信・啓発を行います。 総務課 
庁内機関紙で

の啓発 
実施 

・町関係部署と連携して、適切な啓発資料の配布を行い、
周知を図ります。 産業振興課 啓発資料の配布 実施 

・セクシュアル・ハラスメントに関する啓発映像、参考
図書を企業に貸出します。 人権啓発課 

ＤＶＤ、ビデオ

貸出 
継続実施 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○家族みんなで家事、育児、介

護を協力しあいます。 

○企業研修を進め、男性が育

児・介護休業をとりやすい風

土と仕組みをつくっていきま

す。 

○女性管理職の登用を図りま

す。 

○町内の保育所、幼稚園での保

育士、教諭に男性を増やしま

す。 
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基本方針３ 女性に対する暴力を根絶する〈ＤＶ防止対策基本計画〉 

 

 

現状と課題  

ＤＶについては、身体的暴力だけではなく、心理的暴力、社会的暴力等についての

正しい知識の普及とＤＶが重大な人権侵害であるという意識を浸透させる啓発が必要

です。住民意識調査の結果では、配偶者から身体に対する暴行を受けたことがある人

は、13.7％となっています。また、ＤＶ被害等の相談については、近年相談件数が増

加しています。身近で安全に相談できる体制を整えるとともに、被害者の救済、その

後の自立支援を一体的に行えるよう、町関係部署及び、外部の関係機関と連携した支

援体制の整備が必要です。 

現在、若年層のデートＤＶについての被害は顕在化していませんが、将来にわたり

ＤＶを防止するためにも、若年層から人権教育やＤＶに関する教育を行うことが必要

です。 

 

 

 

方 向 性  

関係機関と連携し、ＤＶ等は重大な人権侵害であるという認識を、中学生や高校生

も含めて広く高め、正しい知識を理解するための教育や広報、啓発活動を進めます。 

児童虐待対策と連携し、ＤＶ等の暴力の被害者が安心して相談できる相談窓口の充

実を図るとともに、相談窓口で対応する職員の資質の向上に努めます。 

町関係部署及び、外部の関係機関との組織的な連携により、緊急時の被害者の安全

の確保から自立支援まで一体となった支援を行う体制づくりを進めます。 
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施策① ＤＶ防止対策の強化 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 住民等への啓発・教育の推進 

・広報誌において「女性に対する暴力をなくす運動」に
ついて啓発します。 

人権啓発課 

広報誌への啓

発記事掲載 
年 1 回実施 

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間にパープルリ
ボン・プロジェクトとパネル展示を行います。 

パープルリボ

ン・プロジェク

トの取り組み 

年 1 回実施 

(2) ＤＶ被害者への情報提供 

・ＤＶに関する書籍・講座案内等の情報提供をします。 

・ＤＶ防止啓発冊子、相談連絡カードを作成・配布しま
す。 

・男性相談カードを作成・配布します。 

・関係機関と協働し、ＤＶに関する講座を実施します。 

人権啓発課 
啓発資料の作

成・配布 
年 2,000 部 

 

施策② 被害者及び子どもに対する相談等の支援 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 相談体制の充実・強化 

・女性の人権問題の相談先を紹介します。 

・女性相談を開設します。 

・男性相談の情報提供を行います。 

人権啓発課 
女性相談の 

実施 
実施 

・主任児童委員を中心に、赤ちゃん訪問や、援護活動の
取り組みを継続的に実施します。 福祉課 

赤ちゃん訪問 

の実施 
随時実施 

・支援措置対象者に関する交付制限等の情報について町
関係部署と情報共有を行います。 

・住民票の異動に関わる相談で DV 等の被害が疑われる
場合は DV 担当課と連携し対応します。 

総合窓口課 
関係課との 

情報共有 
継続実施 

(2) 関係機関との連携強化 

・町関係部署及び外部の関係機関で組織する DV 被害者
支援ネットワーク会議を開催します。 

・要保護児童対策地域協議会と連携した子どもへの支援
体制を整備します。 

人権啓発課 
ネットワーク

会議の開催 
年１回 
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第
４
章 

計
画
の
内
容 

施策③ 被害者の安全確保と自立支援 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) ＤＶ被害者の保護 

・民間支援団体や府等の一時保護を活用し、迅速・円滑
な一時保護を行います。 人権啓発課 支援の実施 継続実施 

(2) ＤＶ被害者の自立支援 

・府や他自治体等との連携を図り、住宅の確保や就労支
援、各種手続き等の支援を行います。 

・被害者の心理的ケアに努めるとともに、本人の意思を
尊重した支援を行います。 

人権啓発課 支援の実施 継続実施 

(3) 関係機関との連携・協働 

・民間支援団体との連携・協働体制を充実します。 人権啓発課 
民間支援団体

との情報共有 
実施 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○パートナー間、配偶者間の暴

力（ＤＶ）を許しません。 

○ＤＶに気づき、ＤＶに対する

理解をすすめます。 

○啓発と研修を進めます。 ○ＤＶで悩む被害者を支援する

場をつくり、啓発します。 

○暴力を許さない学校、地域づ

くりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV 被害者への支援体制図 

 
DV 被害者 

情報提供の努力義務 

 

住民 
医療機関、学校 

保育園、幼稚園 
民生委員児童委員 
福祉事務所 

児童相談所 
各相談機関等 

通
報
・
相
談 

安
全
確
保 

 

自
立
支
援 

 

相
談 

 

相
談 

 相
談
・
通
報 

 

暴力の発見 

通報努力義務 

通報 

連携 

通
報 

 

連携 

一時保護依頼 

協働 

連携 

協働 連携 連携 

連携 

通報 

教
示 

 

連携 

書面 
提出 

通知 

指
導
警
告
等 

 

発
令 

 

加害者 

保護命令申し立て 

精華町 

警察 地方裁判所 

〈支援内容〉 

〈保護命令〉 

京都府家庭支援総合 
センター（京都府配偶 

者暴力相談支援センター） 

•一時保護の決定、実施 
•一時保護中の心理ケア 
•一時保護中の生活支援 

•自立支援についての 
 情報提供、支援 
•関係機関との連絡調整 

•処遇困難ケースの指導、 
 助言 
•研修の実施 

◦相談、助言、情報提供 
◦緊急時における被害者の安全確保 

◦保護命令申請等の法的手続にお 
 ける助言、支援 
◦一時保護施設への同行支援 

◦各種証明書の発行 
◦被害者に関する情報の保護 
◦被害者への切れ目のない支援の 

実施 

①発見した者による通報の努力義務 

②医師等は通報できる。 
（被害者の意思尊重） 

民間支援 
団体等 

他の自治体 

・身体的暴力 

・生命、身体への脅迫 

◦暴力の制止 
◦被害者の保護 

◦被害発生防止の 
 ために必要な措 
 置、援助 

◦接近禁止（6 ヶ月） 
◦住居からの退去（2 ヶ月） 

◦子への接近禁止（6 ヶ月） 
◦親族等への接近禁止 
 （6 ヶ月） 

◦電話等の禁止命令 
 （6 ヶ月） 

○更なる暴力により生命・ 

 身体に重大な危害を受け 
 る恐れが大きい時 

•生活の支援 
•住宅の確保 

•就業の支援 
•法律相談窓口の紹介 
•心のケア、サポート 

•子どもへの支援 
•庁内の連携強化 
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基本方針４ メディアにおける男女の人権を尊重する 

 

 

現状と課題  

男女共同参画に関する正しい理解を広め、固定的性別役割分担意識を解消していく

ため、行政から発信する様々な情報は、男女の固定的な概念につながる表現がないか

チェックしていく必要があります。また、メディアにおける性・暴力表現など、女性

や子どもを対象にした人権侵害にあたる情報が氾濫している中、住民一人ひとりが情

報を読み解く力（メディア・リテラシー）を向上させることが求められます。 

 

 

 

方 向 性  

メディアの多様化により、生活の身近な場面で様々な情報に触れる機会が多くあり

ます。情報化の進展に対応できるよう、メディアが社会や生活に及ぼす影響について

理解を促すとともに、メディア・リテラシーの向上を支援します。 
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第
４
章 

計
画
の
内
容 

施策① メディア・リテラシーに関する啓発 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) メディア・リテラシー向上のための広報・啓発 

・広報誌や町ホームページで啓発を行います。【再掲】 人権啓発課 
広報誌への記

事の掲載 
年 1 回実施 

 

施策② 広報・出版物等における表現の適正化推進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 町の刊行物等におけるガイドラインの作成 

・広報誌等作成のための職員研修を実施します。 

・表現ガイドラインを作成します。 
企画調整課 

ガイドライン

の作成 
作成 

・町関係部署と連携を図り、表現の適正化に関する情報
提供を行います。 人権啓発課 情報提供の実施 実施 

 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○家庭でのテレビの見方を考

えます。 

○携帯、インターネット、ＳＮ

Ｓ等の使い方を家族で話し

合います。 

○刊行物やホームページなどに

おいて女性の人権尊重や男女

共同参画の視点に立ち表現し

ます。 

○メディアの活用・操作能力の

みならず、メディアの特性を

理解する能力、メディアにお

ける送り手の意図を読み解く

能力、メディアを通じたコミ

ュニケーション能力を育成し

ます。 
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 施策の柱２   男女共同参画の社会づくり 

基本方針５ 男女が働きやすい環境の整備 

 

 

現状と課題  

住民意識調査の結果では、職場における平等感が前回調査より増加しており、社会

的な動向も相まって、一定の男女共同参画推進の成果がうかがえます。今後も、更な

る推進に向けて均等な雇用機会の確保や育児休暇等の取得など男女がともに働きやす

い職場の環境づくりが必要です 

現在の女性の働き方は、継続就労できる環境が少なく、結婚・出産により就労を一時

中断し、その後再就職することが多くなっています。就労の中断により、経済的な自

立が困難となり、男女の発言力の差の背景となっていることがうかがえます。そのた

め、女性が継続就労できる環境づくりや、就労を中断した場合でも、職場復帰する際

の支援が必要です。 

 

 

 

方 向 性  

男女雇用機会均等法などの法令の周知を図るとともに、男女の賃金格差、昇進・昇

格の格差の是正などについて事業者などに働きかけ、男女がともに、働きやすく、能

力を発揮できる職場環境づくりを促進します。 
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第
４
章 

計
画
の
内
容 

施策① 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 役職への女性の登用促進 

・女性管理職の登用を働きかけます。 

・女性が能力を発揮しやすい環境整備につながる意識を
醸成します。 

関係各課 
女性管理職比

率(課長級以上) 
11%
（H25）  

⇒ 
30%
（H31） 

・女性管理職の登用を積極的に実施するとともに、登用
後のフォローを行います。 総務課 

女性管理職比

率(課長級以上) 
11%
（H25）  

⇒ 
30%
（H31） 

(2) 男女共同参画社会基本法など法制度の周知徹底 

・職員研修で「人権・男女共同参画」の時間を設けます。 総務課 研修の実施 毎年実施 

・町関係部署と連携して、適切な啓発資料の配布を行い、
周知を図ります。【再掲】 産業振興課 啓発資料の配布 実施 

・広報誌や町ホームページで啓発を行います。【再掲】 人権啓発課 広報誌での啓発 継続実施 

(3) 職場内研修実施の促進 

・職員研修で「人権・男女共同参画」の時間を設けます。
【再掲】 総務課 研修の実施 毎年実施 

・男女共同参画に関する職員研修を行います。 人権啓発課 研修の実施 継続実施 

(4) 積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の普及 

・広報誌や町ホームページで啓発を行います。【再掲】 人権啓発課 
広報誌への記

事の掲載 
継続実施 

(5) 雇用における男女の機会均等と平等待遇の推進 

・男女に関係なく、役場職員の採用基準や給与等待遇の
公平性を保ちます。 

・男性の育児休暇の取得に関する周知を図ります。 
総務課 

町男性職員の

育児休業取得

率 

5%
（H25） 

⇒ 
10%
（H31） 

・就職個別相談会を月に１回実施します。 福祉課 
就職相談会の

実施 
年 12 回実施 
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施策② 農業・商工業における男女のパートナーシップの促進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 家族経営協定締結の促進・支援 

・関係団体に働きかけ、家族経営協定締結の促進・支援
を行います。 産業振興課 

家族経営協定

の締結数 
１戸 

（H25） 
⇒ 

15 戸 
（H31） 

(2) 商工会や農業団体による男女共同参画の取り組み支援 

・町関係部署と連携して、適切な啓発資料の配布を行い、
周知します。【再掲】 産業振興課 啓発資料の配布 実施 

(3) 女性へ施策施策の技術・経営等の研究機会の拡充・促進 

・農産物加工グループや商工会女性部の活動並びに研修
を支援します。 産業振興課 

女性農業士認

定数 
２人 

 

 

施策③ 女性の再就職、経済的自立に対する支援の拡充 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 研修・講演会の実施・充実 

・女性団体等と協力し、講演会や講座を開催します。 
【再掲】 生涯学習課 

講演会や講座

の開催 
年４回実施 

・支援機関の情報提供を行います。 人権啓発課 
ホームページ

での情報提供 
継続実施 

(2) 相談窓口の設置 

・人権センターにて求職相談を実施します。 人権啓発課 求職相談の実施 年１回実施 
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第
４
章 

計
画
の
内
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施策④ 女性の能力開発の機会充実 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 就業に関連する情報の収集・提供体制の整備 

・就労先の情報提供をします。 福祉課 情報提供の実施 継続実施 

・ハローワーク等からの就職支援に関する情報提供を 
行います。 人権啓発課 情報提供の実施 継続実施 

(2) 就業支援講座の開催の検討 

・関係機関、町関係部署と協働し、福祉職の再就職講座
など 
を実施します。 

福祉課 講座の開催 実施 

 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○住民による子育てサポート

をします。 

○男性も育児研修に参加しま

す。 

○研修を通して、組織内におけ

る人権・男女共同参画など、

働きやすい職場づくりを推進

します。 

○意欲ある熟年世代や女性の雇

用に努めます。 

○女性が昇格のチャンスを活か

したり、管理職等に積極的に

手を挙げやすい職場・家庭環

境づくりを促進します。 

○男女共同について、積極的に

取り組んでいきます。 

○男女共同参画に対する意識を

改善します。 

○地域の雇用創出に努めます。 

○情報提供や研修の実施により

就労や再就職を支援します。 
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基本方針６ 誰もが安心して暮らせるまちをつくる 

 

 

現状と課題  

地域では、高齢化に伴い、一人暮らしの高齢者や要介護認定者など、支援が必要な

人も多くなっており、今後もその傾向が続くことが予測されます。また、障がいがあ

ること、日本で働き生活する外国人であること、性的指向を理由として困難な状況に

置かれている人など、様々な困難を抱えた人に対しては、人権尊重の観点から、理解

を深めるとともに、様々な困難な状況に置かれている人々が安心して暮らせる環境整

備が求められます。 

また、虐待は、子どもの人権を侵害し、子どもの心身の成長や人格形成に重大な影

響を及ぼすため、迅速かつ適切な対応が求められます。児童虐待の増加に対応するた

め、育児不安の解消や軽減、虐待を早期発見できる仕組みづくりなど、適切な対応が

できるネットワーク体制の強化が求められます。 

男女共同参画社会の実現に向けて、様々な立場の男女が能力を発揮できるよう、一人

ひとりが抱える問題の解決に向けて支援する環境が求められています。 

 

 

 

方 向 性  

様々な困難を抱えた人の自立につなげるための支援、家庭や地域において健康で安

心して暮らせるための支援の充実に努めます。特に、ひとり親家庭や発達の気になる

子への支援の充実に努めます。 

男女がともに家庭生活を営みながら、働くことができるよう、子育てや介護を支援

するサービスの充実に努めます。 

防災活動への女性の積極的な参画を促し、被災時における、男女のニーズの違いに

配慮するなど、男女共同参画の視点を組み入れた災害対策を推進します。 
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第
４
章 

計
画
の
内
容 

施策① 子どもや高齢者、障がい者、様々な困難を抱えた人の人権を守る 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 暴力、虐待を根絶するための体制整備、予防・啓発の充実 

・家庭こころの相談室で、様々な悩みについての相談を
受けます。 

・暴力、虐待に対する庁内連携体制を構築します。 
人権啓発課 

庁内連携会議

の実施 
年１回実施 

・要保護児童対策地域協議会による定期的な会議やケー
ス検討などを行います。 

・家庭相談員を設置し、相談体制強化と組織的な取り組
みを推進します。 

子育て支援

課 

要保護児童対

策地域協議会

開催 

年８回実施 

・児童虐待防止に関する研修会を開催します。 
相談員等の研

修会への参加 
実施 

・児童虐待に関する住民の意識高揚を図ります。 
児童虐待防止

期間における

啓発 

年１回実施 

・子育て支援センター利用者への啓発を行います。 

・家庭相談員や臨床心理士が対応できる相談の場を設け
ます。 

子育て支援

センター 

臨床心理士に

よる相談 
継続実施 

・障がいのある人、高齢者の相談体制を整備します。 

・町自立支援協議会の権利擁護部会において、障がいの
ある人の虐待予防・啓発・発生時の体制を整備します。 

・地域包括ケアシステム構築を念頭に、関係機関との連
携強化を図ります。 

福祉課 
権利擁護部会

の開催 
年６回実施 

 

施策② 自立支援と社会参画の推進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 高齢者の就業促進、社会参加促進、単身高齢者の生活支援 

・シルバー人材センターと協働して、高齢者の生活支援
に取り組みます。 

・高齢者の居場所づくりに取り組みます。 
福祉課 

シルバー人材セ

ンター会員数 
400 人 

ふれあいサロン

開設地区数 
33 地区 

(2) 様々な困難を抱える人々への支援 

・相楽圏域の障害者自立支援協議会と連携し、研修会を
実施します。 福祉課 研修会の実施 継続実施 

・人権・なやみごと相談を定期的に行います。 

・様々な支援策について広報での啓発を行います。 
人権啓発課 

人権・なやみご

と相談の実施 
年 12 回 

・生活に関する英語版の情報を提供し、外国人に対し生
活支援を行います。 企画調整課 

英語版の情報

提供 
継続実施 
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施策③ 防災・災害時の男女共同参画の推進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 防災・災害時の配慮に関する意識啓発や支援 

・防災訓練や講話、自主防災会の活動などの機会を通じ
て、被災時の女性保護などに対する意識を啓発します。 消防本部 啓発活動の実施 継続実施 

・災害時を想定した防災マップの多言語化に取り組みま
す。 企画調整課 

防災マップの

多言語化 
実施 

・災害時における女性への配慮を学習する場を設けます。 

・災害時の女性向けの備蓄品の用意について、各家庭に
呼びかけや啓発を行います。 

危機管理室 
ＨＵＧ(※)の実

施 
年 1 回実施 

※HUG とは：H（hinanzyo 避難所）、U（unei 運営）、G（game ゲーム）の頭文字を取ったもので、英語で「抱

きしめる」という意味。平成１９年に静岡県で開発された。 避難者を優しく受け入れる避難所のイメージと重ね

合わせて名付けられた。 

 

 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○子どもや介護が必要な人が

安心して生活できるよう、お

互いに見守り支えあいます。 

○地域における自らの役割を

自覚し、地域活動やボランテ

ィア活動に主体的に取り組

みます。 

○男女がともに、仕事と、育児

や介護などが両立でき、ゆと

りを持って働くことができる

環境づくりを推進します。 

○男性も参加しやすい介護、子

育て講座を開催し、広く情報

提供を推進します。 

○ＤＶや虐待など暴力のない社

会づくりを進めます。 
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基本方針７ 仕事と家庭・地域活動が両立できる環境をつくる 

 

 

現状と課題  

精華町の女性の年齢別就業率は、全国と比較して落ち込みが大きくなっていますが、

子育て期にあたる 30 歳代の就業率は、徐々にＭ字カーブの落ち込みが浅くなってき

ています。こうした背景には、女性の晩婚化が進んでいることの他に、継続して就労

するための子育て支援サービスなどの充実による効果があるとうかがえます。男女が

ともに、家庭生活と仕事を両立できるよう、子育て支援や介護支援の更なる充実や多

様で柔軟性のある就労の場づくりが必要となります。 

 

 

 

方 向 性  

性別にかかわらず、生涯を通じて仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

がとれたものとなるよう、男性の家事・育児・介護への参加など、家族が協力して家

庭生活を担う必要性と責任の重要性について住民の意識高揚に努めるとともに、子育

てや介護を支援するサービスの充実に努めます。 

 

 

施策① 育児・介護に対する職場理解と法に基づく休業制度の普及促進・活用奨励 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男女共同参画社会基本法など法制度の周知徹底 

・町関係部署と連携して、適切な啓発資料の配布を行い、
周知を図ります。【再掲】 産業振興課 啓発資料の配布 実施 

(2) 企業対象の研修会実施 

・商工団体並びに企業向け人権啓発研修会への参加を勧
奨します。 産業振興課 

研修会への参

加勧奨 
実施 
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施策② 家事、子育て、育児など、家庭責任に対する意識啓発 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) ワーク・ライフ・バランス推進の啓発 

・広報誌や町ホームページで啓発を行います。【再掲】 人権啓発課 
ワーク･ライ

フ･バランスの

啓発 

継続実施 

・町広報誌、ホームページを活用し、子育て支援事業の 
情報を提供します。 子育て支援課 情報提供の実施 実施 

・子育て情報誌を発行します。 
子育て支援 

センター 
情報誌の発行 毎年実施 

 

 

 

 

施策③ 家庭生活における男女共同参画の推進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男性の家事・子育てなどの技術の習得支援 

・子育て支援センターや各保育所において、土曜日の園
庭開放など子育て支援事業の実施、充実に努めます。 

子育て支援

課 
園庭開放の実施 実施 

・保育実習を受け入れ、子育てや保育技術を学ぶ機会と
します。 保育所 

保育実習の 

受け入れ実施 
実施 

・父親の育児参加の場を設け、情報提供を行います。 

・父母が一緒に子育てする体制づくりに取り組みます。 

・パパクッキング講座を開催します。 

子育て支援

センター 

パパクッキン

グ講座の開催 
年１回実施 

・父親の育児参加を図るため、パパママ教室体験型プロ
グラムを実施します。 健康推進課 講座の実施 実施 

(2) 父子手帳等の作成・配付 

・母子健康手帳交付時に父子手帳の配布をします。 

・ホームページでの情報発信に努めます。 
健康推進課 

父子手帳の配

布数 
1,500 冊／５年 
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具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(3) 男性が参画しやすい子育てや介護の条件整備 

・運動会や発表会、保育参観などへの父親の参加を促し
ます。 保育所 啓発活動の実施 継続実施 

・子育て支援事業に、在宅親子が参加しやすい状況をつ
くります。 

・各種教室や講座などを土曜日に開催し、父親の参加し
やすい場を提供します。 

子育て支援

センター 

土曜日の講座

開催 
継続実施 

・男性を対象とした料理教室を開催します。 福祉課 料理教室の開催 年１回実施 

・パパママ教室両親編を土曜日又は日曜日に実施し、父
親が参加しやすいものとします。 健康推進課 

パパママ教室

の休日開催 
年４回実施 

・男性の育児に関する啓発を行います。 人権啓発課 
広報誌等での

啓発 
継続実施 

(4) 男性の積極的な参画促進 

・パパママ教室両親編開催時に、「パパの育児休業体験
記」の冊子を配布します。 

・町関係部署と連携します。 
人権啓発課 

父親向け啓発

冊子の配布 
1,750 冊／５年 

 

施策④ 子育て、介護等支援体制の充実 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 地域における育児・介護の支援体制づくり 

・各種保育サービスの充実を図り、育児相談や子育て支
援事業を展開します。 

・児童クラブの分割と新設、施設の改修など放課後児童
クラブ環境の充実に努めます。 

・ＮＰ、ＢＰプログラム（※）を実施し、子育てに悩み
を感じている親を支援します。 

・ファミリー・サポート・センター等、地域で気軽に 
受けられる仕組みを整備します。 

子育て支援

課 

ファミリー・サ

ポート・センタ

ー事業の実施 

実施 

子育て支援利

用者支援事業 
１か所 

・在宅親子の集える場を設定し、育児相談や遊びの場を
提供します。 

・保育所の祖父母や地域の高齢者との交流を深める場を
設定し、世代間交流を図ります。 

・保育所における相談支援体制のより一層の充実に努め
ます。 

保育所 
地域子育て拠

点事業 
年 7,000（人日） 

 



 

42 

 

 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

・各種子育て支援事業を実施し、妊婦の時期から育児支
援を行う体制づくりをします。 

・子育て地域パートナー養成講座を実施します。 

・発達の気になる子どもに対する発達支援の充実を図り
ます。 

子育て支援

センター 

子育て地域パ

ートナー養成

講座の実施 

毎年実施 

・乳幼児健診時等を活用し、育児相談を行います。 

・子どもの発達に不安を持っている親が相談できる機会
をつくります。 

健康推進課 
乳幼児健診で

の育児相談の

実施 

受診者全員 

・地域包括支援センターにおいて、様々な介護にかかる
諸問題に対応します。 

・地域福祉計画の重点施策の進捗状況確認を行います。 

・臨床発達心理士など専門員による保健福祉の連携によ
る相談援助活動を実施します。 

福祉課 
地域福祉計画の

進捗状況確認 
毎年実施 

(2) 高齢者の就業促進、社会参加促進、単身高齢者の生活支援 

・シルバー人材センターと協働して、高齢者の生活支援
に取り組みます。 福祉課 

シルバー人材 

センター会員数 
400 人 

(3) 様々な困難を抱える人々への支援 

・相楽圏域の障害者自立支援協議会と連携し、研修会を
実施します。 福祉課 研修会の実施 継続実施 

・人権・なやみごと相談を定期的に行います。【再掲】 

・様々な支援策について広報での啓発を行います。【再掲】 
人権啓発課 

人権・なやみ 

ごと相談の実施 
年 12 回実施 

※NP、BP プログラムとは：NP:nobody’s(ノーバディーズ) perfect(パーフェクト) program(プログラム)の略

で、カナダ生まれの親支援プログラム。NP は 1～5 歳のお子さんをお持ちのお母さんが対象なのに対し、BP は

1 歳に満たない初めての赤ちゃんをお持ちのお母さんが対象のプログラム。 
 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○固定的な性別役割分担の見

直し、男性も自発的に家事、

育児、介護などをします。 

○子どもとふれあい、基本的な

生活習慣や社会的マナーな

どが身につけられるよう家

庭教育の充実を図ります。 

○地域で子どもを見守るとい

う意識を持ち、相談・助言し

やすい関係をつくります。 

○育児・介護休業を取りやすい

風土と仕組みをつくっていき

ます。 

○仕事と家庭のバランスがとれ

るよう、働き方の見直しを進

めます。 

○子育てに関する情報の地域へ

の提供を積極的に行います。 

○子育てに関する住民活動につ

いて、専門的なスタッフの派

遣や活動場所などの支援に取

り組みます。 
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基本方針８ 男女がともにまちづくりに取り組む 

 

 

現状と課題  

住民意識調査の結果では、地域活動における平等感が前回調査より増加しています

が、依然として性別分業に基づいた地域習慣もみられます。性別や世代に関係なく、

男女がともに地域活動を担う必要性について啓発するとともに、地域活動に誰もが参

加しやすくなるよう検討していくことが必要です。 

 

 

 

方 向 性  

企業や自治会など様々な地域組織・各種団体の方針決定の場における女性の登用に

関する意識啓発や情報提供を行い、男女がともに参画する地域づくりを進めます。 

 

施策① 性別分業に基づいた地域慣習の見直し 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 住民の自主的学習活動の支援 

・啓発映像を各種団体の学習教材として提供します。 人権啓発課 啓発映像の提供 継続実施 

(2) 社会制度や法律に関する情報発信 

・ホームページや広報、ＳＮＳなど多様な媒体を活用し、
広報・啓発を行います。 

・広報紙面での効果的な情報発信を行います。 
企画調整課 

広報誌等での

啓発 
継続実施 

・広報誌や町ホームページ等で啓発を行います。【再掲】 人権啓発課 
広報誌等での

啓発 
継続実施 
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施策② 地域自治活動への男女共同参画の促進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 地域自治推進体制の再整理 

・自治会や町政協力員への女性の登用促進を働きかけます。 総務課 
自治会等への 

意識啓発 
実施 

・議会報告会での託児サービスを実施します。 議会事務局 
託児サービス

の実施 
実施 

(2) 団体等の役職への女性の登用促進 

・関係団体への登用促進を働きかけます。 

・地域の関係団体での話し合いにおいて、女性の声を取
り入れていくよう働きかけます。 

関係各課 
審議会等の女性

委員登用割合 
29％
（H25） 

⇒ 
40％ 
（H31） 

(3) 先進情報の提供 

・ホームページや広報、ＳＮＳなど多様な媒体を活用し、
先進情報の住民周知を行います。 企画調整課 先進情報の提供 継続実施 

・男女共同参画審議会の会議録をホームページで公開し
ます。 人権啓発課 会議録の公開 継続実施 

 

施策③ 男女のエンパワーメントの促進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男女共同参画の活動を促進する人や団体の育成と発掘 

・女性人材リスト(※)への登録を推進します。 人権啓発課 
女性人材リス

ト登録者数 
８人 

（H25） 
⇒ 

15 人 
（H31） 

(2) 研修・講演会の実施・充実 

・女性団体等と協力し、講演会や講座を開催します。【再掲】 

・女性団体等の情報誌の発行を支援します。【再掲】 
生涯学習課 

講演会や講座

の開催 
年４回実施 

・男女共同参画講座を実施します。 人権啓発課 
男女共同参画

イベントの男

性参加者割合 

37％
（H25） 

⇒ 
40％
（H31） 

※女性人材リストとは：「精華町男女共同参画・女性人材リスト登録実施要綱」（平成23 年３月１日要綱第 12 号）

に規定する人材リスト。政策方針決定過程や各種活動等への女性の参画を促進するため、さまざまな分野に渡る

人材を登録し、人材の情報の提供を行うことにより、女性の活躍の場の確保と男女共同参画社会の実現を図るこ

とを目的とし、各種審議会、委員会等の委員の選出や研修会、講演会等の講師等の人選を行うときに活用する。 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○組織や団体が開催する意識

改革のための研修、講演会を

充実させます。 

○男女共同参画の理解を深め、

主体となってひとづくり・ま

ちづくりを進めます。 

○行政や関連機関等が提供する

情報を積極的に活用します。 

○地域性、世代性の傾向を念頭

に置き、男女がともに参画し、

方針決定できるよう啓発活

動、講座等を実施します。 
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基本方針９ 生涯を通じた男女の健康を支援する 

 

 

現状と課題  

性と生殖に関する健康と権利（以下、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」という。）

は、重要な権利の一つとされています。男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、

人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを持って生きていくことは、男女共同参画

社会の形成に当たって重要となります。リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する

意識の浸透を図るとともに、特に若年層に働きかけ、男女が互いに性の尊重について

の意識を高めることができる環境づくりが必要です。 

家庭こころの相談室相談件数は平成 21 年と比較して増加しており、今後はこころ

の健康にも配慮した相談体制の強化と関係機関との連携が必要です。 

 

 

 

方 向 性  

男女がともに正しい知識を持ち、双方がより良い協力関係を保つことができるよう、

啓発活動を充実し、リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する理解の促進を図ります。 

 

施策① リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解の促進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念の広報・啓発の実施 

・妊婦の健康診査を実施します。 

・妊娠期の体の変化について夫が疑似体験を行うことに
より理解を深めます。 

・出産後の育児のイメージをしやすいよう、先輩パパマ
マと交流を行います。 

・女性がん検診等の啓発を図ります。 

健康推進課 

子宮がん検診

受診率 
25％
（H25） 

⇒ 
50%
（H31） 

乳がん検診受

診率 
35％
（H25） 

⇒ 
50%
（H31） 

・家庭こころの相談室で相談に応じます。 

・男性向け相談カードを庁舎内に配架し、啓発を図りま
す。 

人権啓発課 
男性向け相談カ

ード作成・配布 
年 100 枚 
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施策② 生涯を通じた男女の健康の保持推進 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 生涯を通じた男女の健康保持、健康を脅かす問題についての対策 

・健診後の保健指導を実施し、健康の維持増進を図りま
す。 

・不妊症や不育症に対する対策を実施します。 
健康推進課 

保健指導の実

施 
実施 

・広報や町ホームページで啓発を行います。【再掲】 人権啓発課 
広報誌等での

啓発 
継続実施 

 

 

施策③ 保健・医療、福祉と連携した相談援助体制の整備 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 保健・医療、福祉と連携した相談援助体制の整備 

・地域包括ケア構築を念頭に、連携強化を図ります。 

・障害者相談において、個別ケースでの保健・医療、福
祉との連携体制を図ります。 

福祉課 
地域包括ケア

の実施 
継続実施 

・健診の結果説明会や医師による健康講演会及び相談な
どを実施します。 健康推進課 

健康講演会の

実施 
実施 

・家庭こころの相談室で相談に対応し、必要に応じて関
係機関と連携し、支援を行います。 人権啓発課 

家庭こころの相

談室相談件数 
70 件
（H25） 

⇒ 
96 件
（H31） 

・虐待に関するケース会議を適宜開催し、保健・医療、
福祉と連携した体制で相談援助を行います。 

・がん教育など健康に関する教育を行います。 
学校教育課 

ケース会議の

開催 
実施 

 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○ウォーキングやラジオ体操

など地域で健康づくりに取

り組みます。 

○あいさつが気軽にかわされ、

心の健康が図られるように

します。 

○住民に食事、献立栄養バラン

スをわかりやすく広めます。 

○健康診断を実施し、健康づく

りを推進します。 

○「せいか３６５」運動を推進

します。 

○食育の推進をします。 
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 施策の柱３   男女共同参画の推進基盤づくり 

基本方針１０ 政策・方針決定の場での男女共同参画を推進する 

 

 

現状と課題  

精華町では、町の審議会における女性委員比率を３０％にすることを目標に掲げ、政

策・方針決定の場で活躍できる人材の育成、女性リーダーの養成に取り組んできまし

たが、いまだ達成されていません。また、女性委員のいる審議会等の割合も目標に対

し未達成となっており、女性委員の割合を減らさないように努める必要があります。 

 

 

 

方 向 性  

女性団体等を中心にこれまでに育成した人材を活かしながら、女性自身の意識や行動

の改革を促すとともに、女性の能力開発支援として教育・学習機会の充実を図ります。 
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施策① 政策・方針決定の場で活躍できる人材の育成 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 政策・方針決定の場で活躍できる人材の育成 

・女性人材リストへの登録を推進します。【再掲】 

・講座、講演会等を計画的に実施します。 
人権啓発課 

女性人材リス

ト登録者数 
8 人 

（H25） 
⇒ 

15 人 
（H31） 

(2) 研修・講演会の実施・充実 

・女性団体等と協力し、講演会や講座を開催します。【再掲】 

・女性団体等の情報誌の発行を支援します。【再掲】 
生涯学習課 

講演会や講座

の開催 
年４回実施 

・地域のリーダーを育成する研修等への参加を促進しま
す。 

・関係団体と連携し、計画的に講座、講演会を実施しま
す。 

人権啓発課 
女性指導者養

成研修者数 
年 2 人 

 

 

施策② 地域の女性リーダーの養成 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 目標を設定した女性登用の促進 

・審議会等における女性委員の登用・選出を促進します。 関係各課 
女性委員のい

る審議会の割

合 

85％ 
（H25） 

⇒ 
100％ 
（H31） 

(2) 委員の公募制の推進 

・審議会等における公募制を進めます。 関係各課 

公募委員のいる

審議会の割合 

公募委員の募集

の実施 

実施 
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施策③ 委員会、審議会等への女性の積極登用 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 委員会等の夜間・休日開催の検討 

・イベント開催時に保育室を設け、小さい子どもを持つ
保護者が参加しやすいよう配慮します。 

・会議の開催を、昼間に限らず様々な委員が参加しやす
い時間帯とします。 

関係各課 

委員会等での

託児の実施 
継続実施 

時間帯に配慮し

た会議の開催 
継続実施 

(2) 人材データベースの整備・活用 

・庁内における女性人材リストの活用を勧めます。 人権啓発課 
女性人材リス

ト登録者数 
8 人 

（H25） 
⇒ 

15 人 
（H31） 

 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○男女共同参画について学び、

参画していきます。 

○ポジティブ・アクションへの

理解を深めます。 

○地域活動において、男女がと

もに参画し、方針決定できる

よう啓発活動、講座等を実施

します。 
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基本方針１１ 住民活動を支援する 

 

 

現状と課題  

住民意識調査によると、男性に比べ、女性では、政治や行政の場で平等になったと感

じる人の割合は低くなっています。こうした現状から、女性の方針決定過程への参画

を進める必要があります。このため、男女がともに家庭での役割を担い、女性が就業

や地域活動などへの社会進出をしやすい環境を整えることが必要です。 

 

 

 

方 向 性  

ＮＰＯ等各種団体の活動拠点として機能が充実するよう、環境づくりに努めます。ま

た、住民活動の場において女性が活躍できるよう支援します。 
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施策① 男女共同参画の拠点づくり（ボランティア活動やＮＰＯを支援する環境整備） 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) ボランティア活動やＮＰＯを支援する環境整備 

・所管の民間国際交流団体と連携し、積極的に事業展開
を図ります。 

・ボランティア活動や NPO を支援する環境整備に取り 
組みます。 

企画調整課 
ボランティア

団体やNPOと

の協議の開催 

継続実施 

・ボランティア養成に関する研修会を実施し、連携強化
を図ります。 

・町主催のボランティア講演会を開催し、ボランティア
連絡協議会のホームページ開設を支援します。 

・ボランティアの人材育成のための講座を町内各集会所
で実施します。 

福祉課 
ボランティア

養成研修会の

実施 

年１回実施 

(2) 活動拠点の整備 

・ボランティア団体や NPO などの民間団体と連携を 
図ります。 

・各種団体との連携を図ります。 
関係各課 活動拠点の整備 実施 

 

 

施策② 女性の能力開発の機会充実 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 相談窓口の設置 

・女性職員を対象とした能力開発推進に向けて研修を行
います。 総務課 研修の実施 継続実施 

・職員（保育士・給食調理員・相談員等）研修を実施し、 
スキルアップを図ります。 

子育て支援

課 
研修の実施 実施 

・子育て支援事業の中で様々な相談に対応します。 
子育て支援

センター 
相談活動の実施 継続実施 

・社会福祉協議会と連携して、ボランティア活動に関す
る相談窓口を設置します。 福祉課 相談窓口の実施 実施 

・支援機関による相談窓口の情報提供を行います。 人権啓発課 情報提供の実施 継続実施 

・消防団女性部による防災等の相談を実施します。 消防本部 相談の実施 継続実施 
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具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(2) 情報提供などの活動支援 

・町職員に対し、女性対象の研修を含む各種研修情報を 
提供します。 総務課 情報提供の実施 継続実施 

・女性団体等への情報提供と活動支援を行います。 人権啓発課 情報提供の実施 実施 

・企業の社会的責任についての情報提供を実施します。 産業振興課 情報提供の実施 実施 

・学校に必要な活動の情報提供を行います。 生涯学習課 情報提供の実施 年 2 回実施 

・女性団体等の情報誌の発行を支援します。【再掲】 

・府などで開催される各種講座情報を提供します。 
生涯学習課 

各種講座情報

の発信 
年 2 回実施 

・住民の希望に応じて救命講習や応急処置講習を行い 
ます。 

・地域団体に町の防火防災体制を理解してもらう取り 
組みを行います。 

消防本部 講習等の実施 随時実施 

(3) 住民活動グループの育成、支援 

・ITボランティアを対象に研修を行います。 財政課 研修の実施 年１回実施 

・住民活動団体と連携します。 人権啓発課 
連携した事業

の実施 
実施 

・関係団体の活動支援や周知に努めます。 生涯学習課 
住民活動グルー

プの情報発信 
実施 

 

 

行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○ＮＰＯやボランティア、自治

会など各種の組織との交流

を図り、ともに協力しあえる

体制づくりを進めます。 

○各種のネットワークでまち

の問題を解決する機会を設

けます。 

○男女共同参画に関する情報を

積極的に利用、活用します。 

○住民の自主的な地域活動を促

していきます。 

○まちづくり活動の拠点の整備

を進め、支援体制の強化を図

ります。 
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基本方針１２ 町行政組織における男女共同参画を推進する 

 

 

現状と課題  

男女共同参画の取り組みの進捗管理を効率的に、かつ庁内の連携を行うにあたり、職

員が理解しやすいプランとし、具体的な取り組みを着実に推進していくことが必要で

す。 

育児休業・介護休業制度については、職員への周知と理解を図り、利用しやすい環境

をつくり、利用促進につなげることが必要です。 

 

 

 

方 向 性  

施策を総合的かつ効果的に推進するため、町関係部署の連携を強化し取り組みを進め

ます。また、男女共同参画審議会に施策の進捗状況を報告し、幅広い意見を受けなが

ら、男女共同参画推進会議により、その進行管理を行います。さらに、町自体が一つ

の事業者として他の事業者のモデルとなれるよう、町行政組織における男女共同参画

を進めます。 

 

 

施策① 庁内推進体制の充実 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 男女共同参画施策を総合的に推進する 

・男女共同参画推進研究会（ワーキンググループ）で男
女共同参画推進に係る調査及び研究を行います。 

・職員研修を行います。【再掲】 

・男女共同参画推進会議を年１回以上開催します。 

人権啓発課 
男女共同参画

推進会議 
年１回実施 

(2) 男女共同参画社会基本法など法制度の周知徹底 

・職員研修で「人権・男女共同参画」の時間を設けます。
【再掲】 総務課 研修の実施 毎年実施 
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施策② 全職員への意識啓発 

具体的な取り組みと概要 担当部署 指標項目 目標 

(1) 町職員の啓発や意識改革のための研修の充実 

・男女共同参画に関する職員研修を行います。 

・町職員の意識調査を実施します。 
人権啓発課 

研修の実施 年１回実施 

意識調査の実施 5 年毎実施 

・職員に対し、教育を行います。 消防本部 研修の実施 毎年実施 

(2) 育児・介護に対する職場理解の推進と法に基づく休業制度の積極活用 

・子どもが誕生する職員に対し、男性の育児に関する冊
子を提供します。 総務課 冊子の配布 毎年実施 

(3) 女性管理職の積極的登用の促進 

・女性の管理職登用を促進します。 総務課 
女性管理職比

率(課長級以上) 
11％
（H25） 

⇒ 
30％
（H31） 

(4) 女性職員への研修機会等の充実 

・女性の能力開発推進に向けた研修を行います。 

・女性の研修参加を促進します。 
総務課 研修の実施 継続実施 

(5) 町女性職員の管理職研修の充実と管理職登用の促進 

・女性の管理職登用を促進します。【再掲】 

・女性職員の管理職研修について受研勧奨します。 
総務課 女性管理職比

率(課長級以上) 
11％ 
（H25） 

⇒ 
30％ 
（H31） 

・職員の昇任試験受験を推進します。 消防本部 

(6) 職場環境の見直し 

・女性職員に配慮した職場環境の整備や勤務体系の見直
しを図ります。 消防本部 職場環境の整備 継続実施 

(7) 健康に関する相談援助体制の整備 

・町職員への産業医による相談の場を設けるとともに、
周知を図ります。 総務課 

産業医による

相談 
年 12 回実施 
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行動の指針（それぞれが役割を果たすため、相互に連携して取り組むための手引き） 

住民・団体 事業者 町 

○男女共同参画社会のまちづ

くりについて提案します。 

○男女共同参画の視点で関心

を持ちます。 

○住民や行政とともに参画、協

働して男女共同参画計画を推

進します。 

○行政と連携、協力を図りなが

ら、 計画に掲げられた施策を

推進します。 

○男女共同参画の将来像を示

し、計画に基づき着実に実行

されていることを伝えます。 

○住民の意見を反映させる場を

提供できるよう努めます。 

○男性職員が育児・介護休業を

取りやすい職場環境にしま

す。 

○職場内で男女共同参画に関す

る意識づくりに取り組みま

す。 

○男女共同参画の視点に立っ

た、行政の推進を図ります。 
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第5 章   計画の推進体制 

 

 １  推進体制 

男女共同参画に関する施策は、町政のあらゆる分野にわたっています。より効果的

に施策を進めていくため、町関係部署の連携を強化するとともに、男女共同参画推進

会議を活用した計画の推進を図ります。 

また、男女共同参画社会の形成を推進していくためには、行政だけでなく住民・地

域・事業者・各種団体等が連携し、本計画に基づいた取り組みを様々な場面で展開し

ていくことが必要です。このため、住民の参画を広く求め、協働のもとに推進してい

きます。 
 

 ２  計画の進行管理と評価の実施 

本計画をより実効性のあるものとするためには、施策の効果等を検証・評価し、必要

に応じて実施方法などを見直していくことが重要です。このため、本計画に位置づけ

られる取り組みについては、指標項目を設定し、関連する部署において１年に１回実

施状況の確認を行うことで、町職員における男女共同参画意識の向上を図るとともに、

年次ごとにこの計画の進捗状況をチェックします。進捗管理は「ＰＤＣＡサイクル」

による「継続的改善」の考え方を基本とし、「ＰＬＡＮ（計画）」「ＤＯ（実施）」「ＣＨ

ＥＣＫ（評価）」「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」

のサイクルを回していくことにより、事

業の継続的な改善を図る（充実させる）

ことを年度ごとに繰り返していきます。 

そして、本町の男女共同参画計画を推

進するため、意見調整や提言などを行う

住民代表機関である精華町男女共同参

画審議会に必要に応じて報告を行い、幅

広い意見を受けながら計画の管理を進

めます。 

 PDCA サイクルのイメージ 

 
現状の課題を元にして 

計画を作成する 

計画の策定・PLAN 

 
計画に沿って取り組みを 

実施する 

 
実施された取り組みの 

効果を計る 

 
評価結果を元に、さらなる 

取り組みの改善を図る 

計画の改善・ACTION 計画の実施・DO 

計画の評価・CHECK 
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 ３ 計画の数値目標 

計画全体を評価する指標として数値目標を以下のとおりに設定します。各項目につ

いて男女共同参画の視点による評価、公表を行い、目標や取り組みの見直しを行いま

す。 
 

指標 目標値（H31） 

基本方針１ 

人権についての意識を高める 
人権研修会の実施 年３回×５年 

基本方針２ 

男女共同参画の意識をひろめる 

男女共同参画に関する研修会等への参

加人数 
1,000 人／５年 

基本方針３ 

女性に対する暴力を根絶する 
DV 防止啓発資料の作成・配布 10,000 部／５年 

基本方針４ 

メディアにおける男女の人権を

尊重する 

メディア・リテラシー向上のための広

報誌への記事の掲載 
年 1 回×５年 

基本方針５ 

男女が働きやすい環境の整備 

町男性職員の育児休業取得率 
5%

（H25） 
⇒ 

10%

（H31） 

子育て世代における女性

の労働力率（労働力人口/

女性の人口） 

30～34歳 
63%

（H25）  
⇒ 

77%

（H31） 

35～39歳 
58%

（H25）   
⇒ 

63%

（H31） 

基本方針６ 

誰もが安心して暮らせるまちを

つくる 

ふれあいサロン開設地区数 33地区（H31）／42地区 

基本方針７ 

仕事と家庭・地域活動が両立でき

る環境をつくる 

父子手帳の配布数 1,500冊／５年 

父親向け啓発冊子の配布 1,750冊／５年 

基本方針８ 

男女がともにまちづくりに取り

組む 

審議会等の女性委員登用割合 
29%

（H25） 
⇒ 

40%

（H31） 

基本方針９ 

生涯を通じた男女の健康を支援

する 

特定健診受診率 
38％

（H25） 
⇒ 

60%

（H31） 

乳がん検診受診率 
35％

（H25） 
⇒ 

50%

（H31） 

子宮がん検診受診率 
25％

（H25） 
⇒ 

50%
（H31） 

基本方針１０ 

政策・方針決定の場での男女共同

参画を推進する 

女性委員のいる審議会の割合 
85%

（H25）  
⇒ 

100%
（H31） 

基本方針１１ 

住民活動を支援する 
ボランティア養成研修会の実施 ５回／５年 

基本方針１２ 

町行政組織における男女共同参

画を推進する 

女性管理職員比率(課長級以上) 
11%

（H25）  
⇒ 

30%
（H31） 

  注）現状値は小数点以下を四捨五入しています
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       資料編 

 

 １ 策定の経過 

開催日等 審議内容等 

平成 24年２月１日～ 

２月 20日 

精華町男女共同参画に関する意識・実態調査 

町内在住の 20 歳以上の住民の中から狛田、川西、山田荘、

桜が丘、光台、精華台の６つの地区の男女の数に偏りが出

ないよう数量調整し、無作為抽出した 1,000 人に配布、

343 人から回収（回収率 34.3%） 

平成 25年 11月 5 日 

平成 25年度 第 1 回精華町男女共同参画審議会 

・精華町における男女共同参画の現状と今後の取り組みに

ついて 

平成 26年 3月 26 日 

平成 25年度 第 2 回精華町男女共同参画審議会 

 ・平成 25年度事業実施報告及び平成２６年度事業計画 

・平成 26 年度精華町男女共同参画審議会スケジュール 

・精華町第２次精華町男女共同参画計画策定について 

     ６月４日 

平成 26年度 第 1 回精華町男女共同参画推進研究会 

・男女共同参画社会に向けた国の動向と精華町の現状に 

ついて 

・精華町第２次精華町男女共同参画社会計画策定にむけて 

 グループ討議 

     6 月 13日 

平成 26年度 第 1 回精華町男女共同参画審議会 

（１）男女共同参画社会に向けた精華町の現状について 

・精華町の男女共同参画の現状と取り組みについて 

（指標の達成状況など） 

（２）精華町第２次精華町男女共同参画計画策定にむけて 

・精華町男女共同参画計画の概要について 

・住民意識調査の結果について 

・策定スケジュールについて 

（３）平成 26 年度事業計画について 

     ７月１日 
平成 26年度 第２回精華町男女共同参画推進研究会 

・精華町男女共同参画社会実施状況調査について 
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開催日等 審議内容等 

     ７月１５日 
平成 26年度 第 1 回精華町男女共同参画推進会議 

・精華町第２次精華町男女共同参画計画策定にむけて 

     ７月２２日 

平成 26年度 第３回精華町男女共同参画推進研究会 

ワーキング 

（１）事業評価から見た問題・課題の発表 

（２）今後の取り組みについて意見交換 

（３）ワーキング結果の発表 

     ８月１日 

平成 26年度 第２回精華町男女共同参画審議会 

（１）精華町第２次精華町男女共同参画計画（案）につい

て 

・第１章 計画の策定にあたって 

・第２章 統計から見る精華町の現状 

（２）次期計画に向けた課題について 

     10 月３日 

平成 26年度 第３回精華町男女共同参画審議会 

（１）精華町第２次精華町男女共同参画計画の理念と体系

に 

ついて 

（２）精華町第２次精華町男女共同参画計画の方向性と具

体的 

取り組みについて 

（３）平成 26 年度男女共同参画事業実施状況中間報告 

について 

     11 月 7日 

平成 26年度 第４回精華町男女共同参画審議会 

（１）精華町第２次精華町男女共同参画計画（案）の全体

の構成について 

（２）精華町第２次精華町男女共同参画計画（案）の施策

と指標について 

（３）パブリックコメントの実施について 

.     11 月 20日 

平成 26年度 第２回精華町男女共同参画推進会議 

・精華町第２次精華町男女共同参画計画（案）について 

（１）精華町第２次精華町男女共同参画計画（案）につい    

   て 

（２）計画策定に係るスケジュールについて 

・男女共同参画推進状況調査について 

平成 26年 12月 15日～ 

平成 27年 1月 15 日 

精華町第 2次男女共同参画計画（案）に対する意見募集 

（パブリック・コメント）の実施 

書式変更: インデント : 左  1.5 字, 最
初の行 :  1 字
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平成 27年１月 30日 
平成 26年度 第５回精華町男女共同参画審議会 
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 ２ 精華町男女共同参画推進条例 

平成 25 年 3 月 29 日 

条例第 24 号 

目 次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条～第 10 条) 

第 2 章 基本的施策(第 11 条～第 20 条) 

第 3 章 苦情及び相談への対応(第 21 条・第 22 条) 

第 4 章 精華町男女共同参画審議会(第 23 条) 

第 5 章 雑則(第 24 条) 

附 則 

精華町は、平城京(奈良)、平安京(京都)等の都を結ぶ文化の回廊に位置し、豊かな自

然の中で古くから農業を中心に人々の暮らしが営まれてきました。近年、関西文化学

術研究都市の中心地として、最先端技術の研究施設や新しい街並みが加わり緑と調和

した都市の形成が進んでいます。 

わが国では、日本国憲法にうたわれた法の下の平等と、国際社会における取組と連

携した男女共同参画社会の実現を目指して、男女共同参画社会基本法が制定されまし

た。精華町においても平成 17 年に精華町男女共同参画基本計画を策定し、一人ひと

りが暮らしやすいまちを目指して様々な施策を推進してきました。 

しかし、住民の意識には差があり、地区によっては性別による固定的な役割分担意

識や慣行が今なお根強く残っており、個々の個性や能力が十分に発揮されていない状

況があります。 

また、仕事と生活とが調和した社会生活を営むことが難しい環境にもあり、すべて

の人がお互いの人権を尊重しあい多様な生き方を選択することのできる男女共同参画

社会の実現には多くの課題が残され、なお一層の努力が必要です。 

今後さらに少子高齢化や社会の急激な変化が進む中、学研都市の中核地にふさわし

い活力ある生活環境を実現するためには、社会のあらゆる分野で男女共同参画の推進

に取り組まねばなりません。 
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こうした現状を踏まえ、精華町は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置づけ、

町に関わるすべての人が協力・連携して、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる

真に豊かなまちづくりに取り組むため、この条例を制定します。 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、精華町における男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、

住民、事業者、住民活動団体、教育関係者及び町の責務を明らかにするとともに、

町が実施する施策の基本となる事項を定め、「一人ひとりが暮らしやすいまち」を目

標に、住民一人ひとりが人権を尊重され、生き生きと暮らすことのできる男女共同

参画社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 男女共同参画 性別にかかわりなく、すべての人が個人として尊重され、自ら

の意思により、家庭、学校、職場、地域その他あらゆる場における活動に参画し、

個性と能力を十分に発揮する機会が確保され、共に責任を担うことをいう。 

(2) 住民 町内に居住又は町内で活動するすべての個人をいう。 

(3) 事業者 町内において、営利であるか非営利であるかを問わず、事業活動を行

う個人及び法人その他の団体をいう。 

(4) 住民活動団体 町内において活動を行う住民団体及びコミュニティ活動のた

めの組織等をいう。 

(5) 教育関係者 町内において、あらゆる教育及び保育に携わる個人及び法人その

他の団体をいう。 

(6) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野での活動における男女間の格差を是正

するため、男女のいずれか一方に対し、積極的に参画する機会を提供することを

いう。 

(7) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により他の者に不快感を与え、就労

環境その他の生活環境を害すること、又は不利益を与えることをいう。 
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(8) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人その他の親密な関係にある、又

は親密な関係にあった者の間での、身体的、精神的、経済的又は性的な苦痛を与

える暴力をいう。 

(9) ワーク・ライフ・バランス 一人ひとりが、やりがいや充実感を感じながら働

き、仕事上の責任を果たすとともに、仕事と家庭や地域生活等との調和が保たれ、

人生の各段階に応じて多様な生き方を選択及び実現できることをいう。 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画を推進するための基本理念は、次のとおりとする。 

(1) 男女の人権の尊重 すべての人が個人として尊重され、性別による差別的な扱

いを受けることなく、能力を発揮する機会が確保されること。 

(2) 社会における制度及び慣行についての見直し 性別による固定的な役割分担

意識に基づく制度及び慣行が改善され、住民が社会活動に制限を受けることなく

参画し、多様な生き方が自由に選択できること。 

(3) 政策等の立案及び決定への共同参画 住民が、社会の対等な構成員として、町

における政策又は事業者、住民活動団体等その他の団体における方針の立案及び

決定に参画する機会が確保されること。 

(4) 家庭生活と社会活動の両立 住民が、互いの協力及び社会の支援の下、家事、

育児、介護等の家庭生活における活動及び職業生活、その他の社会における活動

に対等に参画でき、ワーク・ライフ・バランスが保たれること。 

(5) 次世代の育成 次代の社会を生きる子どもを「こころ豊かに育む」ために、家

庭、学校、職場、地域その他あらゆる場において、住民が共に参画し責任を担い、

安心して子どもを産み、育てられる環境づくりへの取組が進められること。 

(6) 男女の生涯にわたる健康の確保 男女が、互いの性についての理解を深め、妊

娠、出産等について双方の意思が尊重されるとともに、生涯を通じて健康な生活

を営む権利が保障されること。 

(7) あらゆる教育の機会における男女共同参画への理解を深める取組 家庭、学校、

職場、地域その他あらゆる教育及び学習の機会において、個人として自ら学び、

考え、決定して行動することの重要性を認識し、男女共同参画への理解を深める

ための取組がされること。 
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(8) 性別による人権侵害の禁止 セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、ドメス

ティック・バイオレンス(DV)その他の男女共同参画を阻害する暴力的行為は、犯

罪又は人権侵害であるとの認識の下、その根絶を目指すこと。また、男女の性別

にとどまらず、性同一性障害を有する人、先天的に身体上の性別が不明瞭である

人その他のあらゆる人の人権についても配慮されること。 

(9) 国際的視野での協調 男女共同参画社会の実現に当たっては、国際社会におけ

る取組に留意し、国際的な協調の下に行われること。 

(町の責務) 

第 4 条 町は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進を主要な施策として位置付け、

男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策

定し、実施しなければならない。 

２ 町は、国及び他の地方公共団体と連携を図り、住民、事業者及び住民活動団体、

教育関係者と協働して、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施しなけれ

ばならない。 

３ 町は、率先して男女共同参画の推進に取り組むとともに、事業者の模範となるよ

う努めなければならない。 

(住民の責務) 

第 5 条 住民は、基本理念に基づき、男女共同参画についての理解を深め、家庭、学

校、職場、地域その他あらゆる場において、男女共同参画の推進に努めなければな

らない。 

2 住民は、町が実施する男女共同参画に関する事業に協力するよう努めなければなら

ない。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念に基づき、雇用している、又は雇用しようとする人につ

いて、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するとともに、ワーク・ライフ・バラン

スのとれる就労環境づくりに努めなければならない。 

２ 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めな

ければならない。 
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(住民活動団体の責務) 

第 7 条 住民活動団体は、基本理念に基づき、その団体活動において、男女が対等に

参画できる機会を積極的に確保するよう努めなければならない。 

２ 住民活動団体は、町が実施する男女共同参画に関する事業に協力するよう努めな

ければならない。 

(教育関係者の責務) 

第 8 条 教育関係者は、男女共同参画を推進する上での教育の果たす役割の重要性を

認識し、基本理念に基づき、教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育関係者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に取り組むよう努

めなければならない。 

(性別による人権侵害の禁止) 

第 9 条 住民は、家庭、地域、職場、学校その他のあらゆる分野において、直接的で

あるか間接的であるかを問わず、性別による差別的な扱い及び人権侵害を行っては

ならない。 

２ 住民は、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行っ

てはならない。 

(情報及び表現に関する留意事項) 

第 10 条 住民は、広く提供する情報において、次に掲げる表現を行わないよう努め

なければならない。 

(1) 性別による固定的な役割分担意識を肯定し、助長し、又は連想させる表現 

(2) 性別による暴力的行為を肯定し、助長し、又は連想させる表現 

(3) 性別による偏見を肯定し、又は助長する表現 

(4) 過度の性的な表現 

第 2 章 基本的施策 

(基本計画) 

第 11 条 町長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定

しなければならない。 
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２ 町長は、基本計画を策定又は変更するときは、精華町男女共同参画審議会の意見

を聴くとともに、住民の意見を反映させるよう努めなければならない。 

３ 町長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなけれ

ばならない。 

４ 町長は、社会情勢の変化に対応し、男女共同参画の推進のため、必要に応じて基

本計画の見直しを行わなければならない。 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 12 条 町は、あらゆる施策を定め、実施するに当たっては、男女共同参画の推進

に配慮しなければならない。 

(推進体制の整備等) 

第 13 条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの推進体制を整備する。 

２ 町は、男女共同参画に関する施策を推進するため、必要な措置を講じなければな

らない。 

(調査研究) 

第 14 条 町は、男女共同参画の推進に関する施策を定めること及びその推進に必要

な事項について、調査研究を行うとともに、その成果を施策に反映させるものとす

る。 

(住民等の理解を深める取組) 

第 15 条 町は、住民等の男女共同参画に関する意識及び理解を深めるよう、情報提

供及び広報活動等の充実に取り組まなければならない。 

(積極的改善措置) 

第 16 条 町は、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野における活動

において、男女の間に参画する機会の格差が生じている場合は、住民等と協力し、

積極的に格差を是正するための措置を講じるよう努めなければならない。 

２ 町長は、あらゆる審議会等の委員を委嘱し、又は任命する場合には、できる限り

男女の均衡を図るよう努めなければならない。 
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(住民等の活動への支援) 

第 17 条 町は、住民等に対して、男女共同参画の推進活動に関する情報の提供、人

材の育成及びその他必要な支援を行うよう努めなければならない。 

(雇用における男女共同参画の推進) 

第 18 条 町は、事業者に対し、雇用における男女共同参画の推進活動に関する情報

提供等必要な支援に努めなければならない。 

(事業者等からの報告) 

第19条 町長は、男女共同参画の推進に関する現状及びその他必要な事項について、

事業者及び住民活動団体等に報告を求めることができる。 

(施策の実施状況の公表) 

第 20 条 町長は、毎年度、基本計画に基づく施策の実施状況について、広く住民に

周知できるよう工夫して公表しなければならない。 

第 3 章 苦情及び相談等への対応 

(苦情等への対応) 

第 21 条 町は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推

進に影響を及ぼすと認められる事項に関して住民等からの苦情及び意見の申出があ

った場合は、問題解決に向けた適切な対応をするものとする。 

2 町は、相談及び苦情の申出に係る処理制度への住民等の理解を深めるため、その普

及啓発を行うものとする。 

(相談等への対応) 

第 22 条 町は、性別による差別的な扱い、セクシュアル・ハラスメント又はドメス

ティック・バイオレンスによる被害若しくは不利益を受けた者からの相談があった

場合は、被害者保護のために必要に応じて関係機関と連携し、解決に向けた適切な

対応をするものとする。 

第 4 章 精華町男女共同参画審議会 

(男女共同参画審議会) 

第 23 条 男女共同参画の推進に関して必要な事項を調査審議するため、地方自治法

(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の附属機関とし

て、精華町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。 
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２ 審議会は、第 11 条第 2 項に規定する事項のほか、男女共同参画の施策の推進に

関し必要な事項について町長に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、町長が委嘱する委員 13 人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、2 年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場

合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

第 5 章 雑則 

(委任) 

第 24 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 25 年 10 月 1 日から施行する。 
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 ３ 精華町男女共同参画推進条例施行規則 

平成 25 年 6 月 14 日 

規則第 20 号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、精華町男女共同参画推進条例(平成 25 年条例第 24 号。以下「条

例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。 

(定義) 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

(苦情・意見等の申出) 

第３条 条例第 21 条第 1 項の規定による苦情及び意見等の申出を行う者は、次に掲

げる事項を記載した苦情・意見等申出書(別記様式第 1 号)を町長に提出しなければ

ならない。ただし、町長が当該申出を書面により行うことができない特別の理由が

あると認めるときは、口頭その他適切な方法でこれを行うことができる。 

(1) 申出を行う者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事

務所の所在地)並びに電話番号 

(2) 申出の趣旨及び理由 

(3) 他の機関への相談等の状況 

(4) 申出の年月日 

(5) その他町長が必要と認める事項 

(審査等を行わない申出等) 

第４条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事項については、処理することがで

きない。 

(1) 判決、裁判等により確定した事項 

(2) 裁判所において係争中又は行政庁において不服申立ての審理中の事項 

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和

47 年法律第 113 号)その他の法令の規定により処理すべき事項 

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、処理することが適当でないと認められる事項 
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２ 前項各号のいずれかに該当するときは、町長は速やかに申出者に対し、当該申出

等が処理できない理由を苦情・意見等処理結果通知書(別記様式第 2 号)により通知

するものとする。 

(担当所属への調査等) 

第５条 町長は、前条第 1 項の規定による調査等を行わない事項に該当しない申出に

ついては、当該苦情・意見等に関する施策を担当する所属(以下「担当所属」という。)

に施策の内容を照会する等の必要な調査等を行うものとする。 

(精華町男女共同参画審議会の意見聴取) 

第６条 町長は、前条に規定する調査等のほか、特に必要があると認めるときは、条

例第 21 条第 1 項及び第 23 条第 2 項の規定により、必要に応じて精華町男女共同

参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞くものとする。 

(苦情・意見等の処理決定) 

第７条 町長は、第 5 条に規定する担当所属への調査等及び前条に規定する審議会か

らの意見を踏まえ、苦情・意見等への処理を決定し、申出者対し、苦情・意見等処

理結果通知書(別記様式第 2 号)により、通知するものとする。 

２ 町長は、前項に規定する苦情・意見等の処理決定について、必要と認めたときは、

担当所属に対応を指示するものとする。 

(男女共同参画審議会) 

第８条 条例第 23 条に規定する審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委

嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 精華町住民 

(3) 関係団体の代表者 

(4) その他町長が必要と認める者 

(会長及び副会長) 

第９条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 
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(会議) 

第 10 条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

(部会) 

第 11 条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会

を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうち

から部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

６ 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審

議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替える。 

(関係者の出席等) 

第 12 条 審議会及び部会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、資料

の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。 

(庶務) 

第 13 条 苦情・意見等への対応及び審議会の庶務は、男女共同参画政策主管課にお

いて処理する。 

(その他) 

第 14 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成 25 年 10 月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる審議会の招集及び会長が選任されるまで

の間の審議会の主宰は、町長が行う。 
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 ４ 精華町男女共同参画審議会委員名簿 

区   分 団体名等 役職等 氏  名 

(1)学識経験者 

奈良家庭裁判所 調停員 ◎片上 智嗣 

兵庫県武庫川女子大学 専任講師 ○吉井美奈子 

(2)精華町住民 

精華町男女共同参画女性人材 

リスト登録者 
  福味由利子 

一般公募   島田 正則 

(3)各種団体の 

代表者 

精華町小・中学校校長会 会長 山下 芳一 

精華女性の会 会長 白畑 丈子 

精華町商工会 副会長 上野雄一郎 

精華町自治会連合会 会長 前西 隆次 

人権擁護委員   福味加世子 

更生保護女性会 川西地区理事 石﨑 照代 

精華町社会福祉協議会 理事 田中 智美 

学研都市精華・西木津地区研究機関協議会 

(サイレックス・テクノロジー株式会社) 
会長 有本  剛 

けいはんな学研都市精華地区 

まちづくり協議会(株式会社広和工業) 
会長 廣瀬 亮二 

事務局 

 住民部長 寺嶋 喜信 

住民部 人権啓発課 

課長 岡尾  明 

主幹 川畑由香里 

※◎会長、○副会長 
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 ５ 住民意識調査結果概要 

（１） 調査の概要 

① 調査の目的 

男女共同参画を推進するための条例の制定に向け住民の男女共同参画に関する意識

と実態を調査し、今後の男女共同参画を推進するための基礎資料とする。 
 

② 調査の対象 

町内在住の 20 歳以上の住民の中から狛田、川西、山田荘、桜が丘、光台、精華台

の６つの地区の男女の数に偏りが出ないよう数量調整し、無作為に抽出した 1,000 人 

（女性 517 人・男性 483 人） 
 

③ 調査の方法 

・郵送による調査票の回収配布及び回収配布 

・調査票は無記名による 
 

④ 調査の期間 

平成 24 年２月１日～平成 24 年２月 20 日 
 

⑤ 調査の内容 

ア 回答者の属性 

イ 男女の役割や地位に関する意識について 

ウ 育児と子どもの教育について 

エ 地域活動について 

オ 男女間の暴力・人権尊重について 

カ 仕事について 

キ 男女共同参画に関する施策について 
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⑥ 調査票の回収 

配布数 有効回収数 有効回答数（率） 

1,000 343 

全体 女性 男性 不明 

343 

（34.3%） 

201 

（38.9%） 

141 

（29.2%） 
１ 

 

 

⑦ 報告書の見方 

比率は、特に指摘のあるもの以外は、回答者総数（全体 343 人、女性 201 人、男

性 141 人）に対する百分比（％）を表している。 

小数点以下第２位を四捨五入しているため、比率の合計が 100.0％にならない場合

がある。 

複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかと

いう見方になるため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合がある。 

図表中の「ｎ」は集計対象者総数（あるいは分類別該当対象者）を示した。 
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（２） 調査結果 

① 男女の平等感 

全体では、「十分平等になった」、「ある程度平等になった」（あわせて『平等になっ

た』という）と感じている人が、59.2%となっています。 

『平等になった』と感じている人は、平成 15 年調査（61.3%）。と比較して 2.1

ポイント下回っています。 

 

 

図 男女の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

 

 

 

 

 

 

女性

男性

総計 3.5 55.7 32.1 3.5

7.1

0.5

54.2

58.2 29.1

34.3

2.8

4.0 4.0

1.4

2.9

1.4

3.0

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

58.254.2 34.3 29.1 4.0 2.81.44.0 3.01.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分平等になった ある程度平等になった あまり平等になっていない

全然平等になっていない わからない 不明・無回答

今回（H24）

前回（H15） 4.1

3.5

55.7

57.2 30.1

32.1
3.1

3.5

2.9

1.3

4.4

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 男女の地位の平等感 

分野ごとに「男性が優遇されている」、「どちらかといえば、男性が優遇されている」

（あわせて『男性優遇』という）をみると、「社会通念・慣習・しきたりで」が最も多

く 76.4%で、「政治や行政の場で」、「職場で」、「家庭生活で」の割合が５割を超えて

います。 

「法律や制度の上で」、「政治や行政の場で」平等になったと感じる女性と男性との

ギャップに 20 ポイント以上の差があります。 

 

図 分野別の男女平等に対する意識（統括） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.1 44.0 48.3 26.938.3 5.0 5.7 0.72.5 5.53.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

不明・無回答

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

政治や行政の場で

法律や制度の上で

社会通念・慣習・しき
たりで

家庭生活で

職場で

町内や地域活動で

学校教育で

17.0

29.4

7.1

10.0

17.1

22.9

2.1

1.0

5.7

6.0

13.5

18.4

7.1

10.0

54.6

50.7

19.9

40.8

43.3

51.2

6.4

12.9

23.4

36.3

41.1

43.8

48.3

44.0

16.3

9.0

56.0

28.4

30.5

10.4

72.3

57.7

50.4

34.8

29.1

18.4

38.3

26.9

4.3

1.5

4.3

4.0

3.5

2.0

7.8

1.0

7.1

5.0

7.8

2.5

5.7

5.0

1.4

0.7

1.4

0.5

1.4

2.5

0.7

0.5

5.7

7.5

11.3

12.9

4.3

10.4

9.9

24.4

9.9

15.4

6.4

3.5

5.5

13.9

0.7

2.0

0.7

4.0

0.7

3.0

1.4

3.0

2.1

2.0

0.7

2.5

0.7

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図 分野別の男女平等に対する意識（職場で） 

「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の割合が最も大きく 42.9%、次い

で「平等である」が 22.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

 

 

 

 

 

図 分野別の男女平等に対する意識（町内活動や地域活動で） 

「平等である」の割合が最も大きく 41.1％、次いで「どちらかといえば男性の方が

優遇されている」が 31.2％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

 

10.07.1 44.0 48.3 26.938.3 5.0 5.7 0.72.5 5.53.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

不明・無回答

女性

男性

総計 16.3 42.9 22.7 4.7

13.5

18.4 43.8

41.1 29.1

18.4

7.8

2.5 0.5

1.4

0.9

6.4

13.9

10.8 1.7

0.7

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H24）

前回（H15） 20.3

16.3 42.9

53.0 10.3

22.7

6.9

4.7

0.9

0.8
5.9

10.8

2.8

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

総計 5.8 31.2 41.1 5.8

6.0

5.7 23.4

36.3 34.8

50.4

5.0

7.1
0.9

1.4

0.5

13.1

15.4

9.9

2.0

2.1

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H24）

前回（H15）

5.8

7.5 36.5

31.2 41.1

34.4

5.8

5.4

1.0

0.9

13.1

11.1

2.0

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.07.1 44.0 48.3 26.938.3 5.0 5.7 0.72.5 5.53.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

不明・無回答



 

78 

 

図 分野別の男女平等に対する意識（政治や行政の場で） 

「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の割合が最も大きく 47.8％、次い

で「男性が優遇されている」が 20.7％、「平等である」が 19.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

 

 

 

 

図 分野別の男女平等に対する意識（社会通念・慣習・しきたりで） 

「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の割合が最も大きく 52.2％、次い

で「男性が優遇されている」が 24.2％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【経年比較】 

 

 

女性

男性

総計 20.7 47.8 19.0

17.7

22.9 51.2

43.3 30.5

10.4

2.6

3.5

2.0

4.3

10.4

7.9 2.0

0.7

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H24）

前回（H15）

20.7

7.5 36.5

47.8 19.0

34.5

2.6

5.4

1.0

7.9

11.1

2.0

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

総計 24.2 52.2 12.0

17.0

29.4 50.7

54.6 16.3

9.0

2.6

4.3

1.5

1.4

0.6

5.7

7.5

7.0 1.5

0.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H24）

前回（H15）

24.2

26.5 56.0

52.2 12.0

8.5

2.6

1.8 0.5

0.6

7.0

2.8

1.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10.07.1 44.0 48.3 26.938.3 5.0 5.7 0.72.5 5.53.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

不明・無回答

10.07.1 44.0 48.3 26.938.3 5.0 5.7 0.72.5 5.53.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている

平等である どちらかといえば女性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

不明・無回答
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③ 子どもに身につけてほしい力 

図 子どもに身につけてほしい力に関して 

 

女の子と男の子では、親が

子どもに身につけてほしい力

は同じではありません。子ど

もの性別によって、必ず身に

つけてほしいと思う力に大き

く違いが出ています。 

 

 

 

 

 

④ 仕事について 

図 女性が職業を持つことに関して 

 

「子育てや介護が必要な時

は仕事をやめ、期間が過ぎれ

ば再び職業をもつほうがよ

い」が最も多く 44.9％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

自立できる経済力

家事・育児の能力

家族や周囲の人と円満に暮
らす力

個性を伸ばすこと

自立心

42.9

63.3

68.8

41.4

63.0

81.9

30.9

65.6

41.4

73.5
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女の子
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％

女性は職業を持たないほうが
よい

結婚するまでは職業を持つ
ほうがよい

子どもができるまでは職業を
持つほうがよい

子どもができても、ずっと職業
を持ち続けるほうがよい

子育てや介護の必要な期間
は仕事をやめ、期間が過ぎ
れば再び職業をもつほうがよ
い

その他

わからない

不明・無回答
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⑤ 男女間の暴力・人権について 

図 セクシュアル・ハラスメントの経験・見聞の有無 

 

平成 15 年調査より「知識

として知っている」、「経験し

たことがある、まわりにいる」

の割合が高くなっており、認

識が高まっています。 

「直接経験したことがあ

る」は 11.7％となっています。 

 

 

 

 

 

図 配偶者やパートナーからの暴行の有無 

配偶者から身体に対する暴行を受けたことのあるのは、41 人、13.7％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

身体に対する暴力

経済的な暴力

人格を否定するようなことを
言ったり、長時間無視する、
なぐるふりをして脅かす等の
精神的な暴力

家族や友人に会わせない、
交友関係を細かく監視する

いやがっているのに性的なこ
とを強要したり、避妊をしてく
れない
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とを強要したり、避妊をしてく
れない
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％

直接経験したことがある

友人や職場の仲間など自分
のまわりに経験した人がいる

知識として知っている

言葉としては聞いたことがあ
る

そういう言葉は聞いたことが
ない

不明・無回答
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 ６ 用語解説 

ア 行 

〔Ｍ字カーブ〕 

日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 歳代を谷とし、20 歳代後

半と 40 歳代後半が山になるアルファベットの M のような形になること。結婚や出産を

機に労働市場から離れる女性が多く、子育てが一段落すると再び就職するという特徴があ

るためにこのような形になる。なお、国際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米

先進諸国では、子育て期における就業率の低下はみられない。 

〔ＮＰ、ＢＰプログラム〕 

NP:NOBODY’S(ノーバディーズ) PERFECT(パーフェクト) PROGRAM(プログラム)の略で、

カナダ生まれの親支援プログラム。NP は 1～5 歳のお子さんをお持ちのお母さんが対象

なのに対し、BP は 1 歳に満たない初めての赤ちゃんをお持ちのお母さんが対象のプログ

ラム。 

〔エンパワーメント〕 

自らの意識と能力を高め、家庭や地域、職場など社会のあらゆる分野で、政治的、経済

的、社会的、文化的に力をつけること、およびそうした力を持った主体的な存在となり、

力を発揮し行動していくこと。 

 

カ 行 

〔ガイドライン〕 

国や自治体・企業などが、関係者が取り組むことが望ましいとされる指針や、基準とな

る目安などを示したもの。 

〔家族経営協定〕 

農業経営における家族の役割や貢献を適正に評価し、女性の地位向上と後継者の確保、

民主的な家族関係の確立をめざして、家族間で話し合って、営農計画の作成、労働報酬等

の収益の分配方法、労働時間や休日等の就業条件、資産譲渡などについてのルールを文書

で取り決めておき、互いが良きパートナーとして参画できるよう家族経営の近代化を図ろ

うとするもの。 

〔キャリア教育〕 

子どもたちが将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、

自分らしい生き方を実現するための力を育てる教育活動。 



 

82 

 

サ 行 

〔セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）〕 

相手の意に反した性的な発言や言動で、相手の性と人格の尊厳を損ない、意欲や能力の

発揮を妨げ、良好な人間関係の形成を阻害する行為。男女雇用機会均等法の改正で、職場

のセクシュアル・ハラスメント防止のため事業主には雇用管理上の配慮義務が課せられて

いる。 

〔積極的改善措置（ポジティブ・アクション）〕 

過去における社会的・構造的な差別によって、現在不利益を被っている集団（女性や少

数民族など）に対して、政治や就学・就労などの参画の機会を確保するため割当て枠や目

標値を設定するなど一定の範囲で特別な機会を提供することなどによって、実質的な機会

均等を実現することを目的とした暫定的な優遇措置。 

〔女性人材リスト〕 

「精華町男女共同参画・女性人材リスト登録実施要綱」（平成 23 年３月１日要綱第 12

号）に規定する人材リスト。政策方針決定過程や各種活動等への女性の参画を促進するた

め、さまざまな分野に渡る人材を登録し、人材の情報の提供を行うことにより、女性の活

躍の場の確保と男女共同参画社会の実現を図ることを目的とし、各種審議会、委員会等の

委員の選出や研修会、講演会等の講師等の人選を行うときに活用する。 

 

タ 行 

〔地域包括支援センター〕 

公正・中立な立場から、高齢者の地域における総合相談、介護予防マネジメント、包括

的・継続的マネジメントを担う中核機関。 

〔デートＤＶ〕 

ＤＶに対し、結婚していない恋人同士、学生や若い世代で起こる暴力を「デート DV」

と呼ぶ。 

〔ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）〕 

夫や恋人などの親密な関係にあるパートナーから加えられる暴力。身体的暴力だけでな

く、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力（生活費を渡さないなど）、社会的暴力（交友の

制限など）も含まれる。 

書式変更: インデント : 左  2.7 字

書式変更: インデント : ぶら下げインデ
ント :  0.63 字, 左  2.7 字

書式変更: インデント : 最初の行 :  0
mm, 左  2.7 字
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ハ 行 

〔ＨＵＧ〕 

H（HINANZYO 避難所）、U（UNEI 運営）、G（GAME ゲーム）の頭文字を取ったもので、

英語で「抱きしめる」という意味。平成 19 年に静岡県で開発された。避難者を優しく受

け入れる避難所のイメージと重ね合わせて名付けられた。 

〔パブリック・コメント〕 

行政が施策などについて意思決定を行う前に、広く市民からの意見を集め意思決定に反

映させることを目的とした制度。 

〔ファミリー・サポート・センター〕 

地域において、子どもの預かり等の援助を受けたい人と行いたい人が会員登録し、育児

等の子育てについて助け合う事業。 

 

マ 行 

〔メディア・リテラシー〕 

メディア情報を主体的に選択し、内容を分析・読解し活用できる能力や、メディアを適

切に選択し発信する能力を身につけること。メディアによる画一的な男性女性の描き方や、

性差別表現を見直すためにも重要であり、メディアで情報を鵜呑みにしないで、批判的に

解読する能力が求められている。 

 

ヤ 行 

〔要保護児童対策地域協議会〕 

児童の福祉・教育・保健医療機関等の関係者で構成し、要保護児童の適切な保護を図る

ために必要な情報交換を行うとともに、要保護児童及びその保護者に対する支援の内容に

関する協議を行う。 

 

ラ 行 

〔リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する女性の健康／権利）〕 

「性と生殖に関する健康と権利」と訳される。子どもを産むか産まないか、産むならい

つ、何人産むかを性的関係と共に自らの意志で主体的に選択する自由や、妊娠・出産、避

妊、中絶などにおける人権に配慮した安全な治療をはじめとして、思春期、妊娠・出産期、

更年期など生涯にわたる良好な健康の管理が含まれる。またそのために必要な自らの体や

健康について正確な知識や情報を持つこと、性的暴力や差別、強制を受けないことなども

幅広く含まれる。 
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ワ 行 

〔ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）〕 

職場中心のライフスタイルではなく、職場・家庭・地域のバランスの取れたライフスタ

イルのこと。ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）が実現した社会とは、一人ひ

とりが充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などに

おいても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会であり、だれもが

仕事、子育て、介護、自己啓発、地域活動などさまざまな活動について、自ら希望するバ

ランスで展開でき、「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらす。 
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